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ほどよい不親切

髙 旗 浩 志 *

　高校の校内研修に声をかけて頂いた時のことです。研究授業は理科，科目は物理基礎で
した。授業者の澤田先生（仮名）は採用２年目，とても前向きで意欲的な先生でした。単
元は「波」。学習指導要領の「（２）様々な物理現象とエネルギーの利用」に該当します。「波
の性質」を学ぶ全８時間の単元構成のうち，研究授業は第１時，つまり新しい単元の１時
間目でした。「物理基礎」は選択必修の科目です。物理基礎，化学基礎，生物基礎，地学
基礎の４科目から３科目を選択させる高校と，「科学と人間生活」という科目に加えて上
記４科目から１科目を選択させる高校があります。この高校は前者でした。４科目中から
３科目の選択ですから，「残る１科目よりはマシ…」という思い，つまり不承不承に「物
理基礎」を選ばざるを得なかった生徒も居たはずです。
　澤田先生の学習指導案（第１稿）は，教科書の「波」の冒頭５頁分をわずか１時間で終
えようとするものでした。この５頁には，①「波の成り立ち」として波動，波源，媒質，
②「波の伝わり方」として横波，疎，密，縦波，疎密波と波の速さを示す数式，③「波の
表し方」として波形，変位，山，谷，波長，振幅といった物理基礎の専門用語がズラリと
並び，また「縦波の波形グラフは横波の波形グラフと同様に表せる」こととその演習問題
を含みます。澤田先生は「できれば次の６頁目も終えておきたいのですが…」と言いまし
た。そもそも「物理基礎」全体で相当なボリュームがあり，限られた授業時数で実験の機
会も確保するには，不本意ながらも詰め込まざるを得ず，基本的な用語の習得は自作の穴
埋め式ワークシートを用いて効率よく進めたい，というのが澤田先生の当初案でした。
　校内研修に関わる際，私は事前に学習指導案とワークシートの類を頂き，併せて教科書
の該当部分に目を通すようにしています。幸か不幸か私は筋金入りの文系です。早くも２
頁目の②「波の伝わり方」の「横波」と「縦波」の記述でつまずきました。複数ある他の
教科書会社の記述にもあたってみましたが，いずれも似たり寄ったりで，私に理解の手を
差し伸べてくれる親切な記述はひとつもありません。たとえば，

　「つる巻きばねの一端を固定し，他端を手に持って垂直に振動させると，ばね
の変形が次々と伝わって波ができる。このとき，ばねの各点が振動する方向は波
の進む向きに対して垂直である。このような波を「横波」という。一方，ばねを
ばねの向きと平行に振動させると，ばねが伸びて隙間の大きい「疎」の部分と，
ばねが縮んで隙間が小さい「密」の部分が交互に現れる。このとき，ばねの各点

* 岡山大学

協同と教育，2024，19，5-8
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が振動する方向は，波が進む向きに対して平行である。このような波を「縦波」
または「疎密波」という。」

　「垂直」つまり上下に振動させているのに「横波」とはどういうことか？  一方，「平行
に振動させる」とはそもそもどのように動かすことなのか？  それは「上下」ではなく「左
右」に揺らすことなのか？  ならばそれこそ「縦波」ではなく「横波」と呼ぶべきではな
いか（だって，横方向に揺らすのだから）。なにより「ばねの各点」が何かについて説明
は一切無く，所与の前提になっている…。どの教科書も「縦波」と「横波」を表す図を掲
載していました。しかし私にはどちらの絵も，ばねを上下に揺らしているとしか見えませ
んでした。「横波」の図はその動作を側面つまり横方向から，「縦波」は同じ動作を上から
覗き込んで描いた図にしか見えなかったのです。そんな調子ですから「縦波，横波とも同
様の波形グラフで表せる」という記述など，日本語として読むことはできても，その記述
が意味する理科的な概念については皆目見当がつかないのでした。
　置いてきぼりを喰らい，理解力の無さを思い知らされた孤立感と劣等感を，恥を忍んで
澤田先生に率直にお話ししました。そして，私と同じ思いを抱える生徒が，わずかにせよ
一定数居るのではないでしょうかと伝え，次のことをお願いしました。

①最初の１時間目，つまりこの研究授業では，全ての生徒が「縦波」と「横波」の違い
を自分の言葉で区別して説明できるようになることを目指しませんか。

②そのために，事前の家庭学習で教科書の該当頁を読ませておき，「わかったところ」
ではなく「わかりにくいところ」を自分なりにピックアップさせてはどうでしょうか。

③その「わかりにくいところ」や「気になったところ」を，ICT を活用して，授業の前
日にクラウドに投稿させませんか。

④そうして集めたことを「みんながわかりにくかった箇所」として導入時に開示し，全
体で共有し，これらを解決することを，本時の課題にしませんか。

　当初，澤田先生は事前に教科書を読ませることに抵抗を示しました。「教科書には答え
が全て書いてある」し，「読めば誰でも解ってしまう」ので，「先に読ませたら授業になら
ない」というのが澤田先生の懸念でした。私は「だいじょうぶです。読んでも解らないと
思います」と，自信満々に答えました。加えて「予習して全てを理解して授業に臨め，と
いうのではなく，むしろ解りにくいところ，気になるところ，皆と一緒に考えたいこと，
解決したいことに目星をつけて来てほしい，と伝えてもらいたいのです」と言いました。
澤田先生は，せっかく書き上げた学習指導案の第１稿を全面的に改稿し，単元構想と本時
の展開計画も見直し，家庭学習とのつながりも意識して研究授業に臨んでくださいました。
　授業者の意思をこそ尊重し，授業改善の伴走者たるべき私が，ここまで授業者に意見す
ることは明らかな越権行為です。しかし，40 人の生徒のうち，「縦波と横波の区別が付か
ない」という趣旨の意見を投稿した者は，実に 19 名にのぼりました。その多くは「疎っ
てなんですか？」「縦波がどういうものか，いまいちわかりません」「縦波と横波のちがい
がよくわからない」といったシンプルな記述でしたが，なかには「縦波の波の進む向きが「振
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動方向と平行」の意味が分からない」「媒質の移動方向と波の動きの関係がうまく説明で
きない」「ばねは上下に動いているのになぜ横波と呼ばれているのですか」のように，教
科書を自分で読解しようとした形跡のうかがえる記述もありました。ちなみにこの 19 名
以外は「縦波と横波」以外の箇所（地震の波との違いがわからない，波と粒子の違いは何か，
波が水の流れではなく水面の振動である理由は，等）に疑問を呈した者や，「なにもかも，
すべてが分からない…」と深い絶望を吐露した者もありました。「読めば分かってしまう」
と考えていた澤田先生は，授業後の研究協議の際，これほど多くの生徒が「縦波と横波の
違いがわからない」と言ったことに驚きを隠しませんでした。一方，その場におられたベ
テランの理科の先生は，「中学理科の第２分野で地震を扱う際，Ｐ波（縦波）とＳ波（横波）
に触れているはずですが，定着していないのですね…」とおっしゃいました。
　教科書の字面をスラスラ追えることと，その記述を読み解いて教科に特有の概念を形成
し，認識の力を育むこととは明らかに異なります。概念を形成し，認識の力を育むには，
課題に対して試行錯誤を繰り返したり，記述の意味を考えながら自己と対話して腑に落と
したりする過程が必要です。穴埋め式のワークシートが困るのは，どこかにある正解を探
し出し，それを転記する作業を「学習」と思い込ませてしまうことにあります。穴に埋め
た用語の含意や，用語同士の関係を自分で言葉を紡いで定着できる者には効率の良い方法
かもしれません。しかしそのように学習できる者はむしろ少数だと知るべきです。
　学習とは，自分の外にある異物を取り込み，咀嚼し，消化し，吸収して血肉にすること
です。また，その一連の過程と方法に習熟する主体的な営みです。その異物の中には興味
を抱けないもの，関心を向けにくいものがあります。学校の学習では，むしろそちらが多
いでしょう。にもかかわらず，それを口に入れ，咀嚼し，飲み下すことを求められ，場合
によっては強制されます。学習は苦しさを伴うのです。このような学習を支え，価値ある
営みへと高めるには，学習者の自発性と主体性が必要です。しかしその自発性や主体性は
最初から備わっていません。他者との関わりのなかで自ら育まなければならないのです。
　学校は「できない／わからない」よりも「できるようになる／わかるようになる」こと
に価値を置く世界です。「そのままで良い／変わらなくて良い」と，あるがままの自分を
受け容れてくれるはずの「生活の場」とは明らかに異なります。学校は「より良く変わる」
ことを常に求める世界であり，特に学習の出発点では，まず「できない／わからない」に
子どもを出会わせようとします。一般の世界では，できないことやわからないことがあれ
ば，自分でじっくり考えたり，人に尋ねたり，あるいは誰かに任せたりして解決します。
しかし学校での「できない／わからない」は，子どもを散々に傷付け，たちまち「はずか
しい」という感情を抱かせます。にもかかわらず，教師の仕事は，子どもの成長と発達に
必要な教育的負荷を，正しくかけ続けることにあります。
　安心して「できない／わからない」と自己開示できる状況を用意することが必要です。
そのためには信頼できる人間関係の支えが必要です。しかしその「状況」も「人間関係」も，
どちらも最初から用意されていません。だからこそ，授業は「安心して自己開示させてく
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れる人間関係」を紡ぐ場として機能する必要があるのです。また「できない理由／わから
ないことの内訳」を自己開示させることは，教師にも大きな利益をもたらします。なぜな
ら，学習課題に対する子どもたちの誤解や勘違いやつまずきの内訳，そしてその子自身の
学び方の個性を知る機会にもなり，教師の学習者理解の器を拡げてくれるからです。
　学校の先生方は職業的な使命感が高く，生徒にも好意的です。困っている生徒を見つけ
ると，自分の責任で是が非でもわからせてあげようとします。そうすると，子どもは「先
生が説明してくれることだから正しいに決まっている」と捉えます。しかしその説明はス
トンと腑に落ちてくれません。そして子どもは「これは自分が悪いのだ」と思いはじめます。
時には，落ち着いてじっくり考えたいのに，先生がいろいろ言ってきて鬱陶しいなぁ…と
思ったりします。そこで子どもは教師に対してにこやかに「わかったフリ」をします。同
じことを何度も説明させるのは先生に申し訳ないからです。理解が追いついていないこと
を見透かされたくないからです。ましてや，自分独りがわからないからといって，わざわ
ざ手を挙げて授業を停める勇気は最初から持ち合わせていません。やがて「わからなくて
もいいや」「友達に聞けばいいや」「塾で教えてもらおう」「家に帰って考えよう」と思い
はじめます。ただ，のちの試験対策のために，先生の話しや板書を漏らさずノートに書き
留める「作業」は忘れません。教師の意に反して「おとなしく教えられる客体」が育ち，
定期試験追い込み型の復習を前提とした授業へ回帰し，有り得たはずの学習者理解の機会
を教師自ら塞いでしまうという，持続可能な負のスパイラルが実現してしまいます。
　教師が先回って説明することを止め，学習の本体を子どもに預けることが必要です。そ
のために「教師が説明しすぎない」とか「しゃべりすぎてはいけない」というスローガン
が掲げられることがありますが，これは間違いです。課題に対する子どもの内言を引き出
したり，質の良い試行錯誤を促したり，思考の過程を表現させたりすることこそ大切で，
そこに顕れた子どもたちの生煮えで中途半端な言葉に耳を傾け，解決に向けた重ね合わせ
を促すことが増えれば，自ずと教師の発話量は減るのです。形だけ黙っていても，それは
無責任な放任です。本時の学習の着地点を意識し，そこに誘うために，教師は「見えない
指導性」を発揮する必要があるのです。子どもたちの自己開示を，課題解決に向けて重ね
合わせていく，確かな指導力が必要なのです。その指導力を支えるもののひとつが，教師
の「ほどよい不親切」に違いありません。
　本学会では数多くの優れた実践に出会うことができます。いずれも特定の校種や教科の，
あるいは特定の分野，領域，方略等に特化した実践ですが，それゆえにこそ，そうした枠
を軽やかに超える普遍性と共通性を豊かに備えています。もとより，そうした実践は「記
録」や「報告」や「事例」であり，いわゆる学術研究の作法には則っていないかもしれま
せん。しかし，これらは本学会にとって第一級の一次資料として極めて高い価値を有して
おり，協同学習のたしかな理論研究や実践研究を生み出す核ともなるものです。丹念な記
録をもとに，社会の変化という流行の力を借りながら，たしかな不易に繋がる協同学習を
探りあてたいと思います。
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看護基礎教育における協同学習導入の目的に関する文献研究

新 屋 智 子 *

キーワード：看護基礎教育　協同学習導入の目的　対話的学びの三位一体論　
問題意識　言説分析

　本研究の目的は，看護基礎教育における協同学習の導入に至った問題意識を明らかにす
ることである。研究方法は，文献を対象に協同学習導入の目的について，言説分析を行っ
た。対象期間は，開始時期を定めず 2019 年までとした。キーワードを「協同」and「看
護」and「学生」に設定し，協同学習導入の目的を明記している 20 件を分析対象とした。
分析の結果，【学習内容の習得・定着】，【能動性・主体性の喚起】，【自己学習力の育成】，

【相互作用の体験的学習】，【職業アイデンティティの形成】，【教育体制の調整】の６カテ
ゴリーが抽出された。対話的学びの三位一体論（佐藤 ,1995）の枠組みを用いて考察した
結果，看護基礎教育における問題意識は，次の 4 点であった。１）対象（教育内容）との
対話を意図した【学習内容の習得・定着】は，一般的な知識と技術を対話によって自己に
帰属させ，活用可能な状態で獲得させることに課題があると感じていたためと考えられる。
２）自己との対話により育まれる【能動性・主体性の喚起】，【自己学習力の育成】は，学
習パラダイムへの転換に必要な学びへの能動性や自己学習力を学生が身につける必要性に
せまられていたことによる。さらに，【職業アイデンティティの形成】は，自分なりの看
護師像を析出し肯定的に価値づけるためと思われる。３）他者との対話を通して学ぶ【相
互作用の体験的学習】は，《協同についての体験的学習》や《対人関係スキルの育成》を
意識していないグループ活動では，協同的な関係性を学ぶには十分ではないと認識してい
たからであろう。４）学び合う共同体を支える【教育体制の調整】は，教員は教室の環境
についても活動的・協同的な場のデザインを行い，対話的学びの促進や教員のマンパワー
不足を補える教育方法を模索する必要性を感じていたことを表している。

１．はじめに

１．１．本研究における問題意識
　「看護基礎教育検討会」報告書（厚生労働省，2019）は，看護の実践現場の広がりに合
わせ，学生が主体的に学ぶことができる教育方法を推進する必要性と新たなカリキュラム

* 関西医科大学　看護学部

協同と教育，2024，19，11-22
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案を示した。今までも看護基礎教育は，社会で求められる教育内容を充実させるために有
効だと考える教育方法を導入してきた。その教育方法の１つに協同学習がある。
　協同学習の捉え方は１つではないが，本稿においては，協同学習とは協同を原理とした
実践的な学習指導理論であり，協同とは，学習集団のメンバー全員が目標を共有し，全員
が目標の達成を目指して学び合うことであるとする杉江（2004）の定義に基づいて議論す
る。協同学習が成立するためには，ジョンソンら（2010）は，①互恵的な協力関係（肯定
的相互依存），②個人の２つの責任性，③相互作用の促進，④社会的スキルの促進，⑤活
動の振り返りと改善の５つの要素が必要であると述べる。この要素を満たすことで協同学
習が成立し，学習者の認知・態度・技能の修得に正の効果を与える。認知とは科目内容の
知識や技術の理解，態度とはメンバーへの認識や学習への動機づけ，技能とは学習スキル
や対人関係スキルであり，協同学習は，これら３側面の学習効果を授業内で同時に育成す
ることを可能にするとされる（安永，2012）。
　看護基礎教育における協同学習への注目度は，雑誌の連載や特集から明らかである。医
学書院発行の看護基礎教育を扱った「看護教育」（以下，雑誌「看護教育」）では，くり返
し協同学習の連載や特集が組まれている（表１）。また，日本協同教育学会（以下 JASCE）
における看護基礎教育分
野の学会発表と内訳を学
会設立時から確認すると，
2014 年から徐々に看護
分野の発表数が増えてい
る（図１）。しかし，そ
の内訳をみると，総発表
数の約 85％が実践報告
（実践報告と研究発表が
分けられていない 2017
年・2019 年を除く）で
ある。このことは，看護
基礎教育における協同学
習は，研究課題というよ
りも授業実践の試みとし
て捉えられ広がっていることを示している。つまり，看護基礎教育では協同学習という方
法を取り入れることで，これまでの授業方法では達成できなかった新たな効果が得られる
としてその意義を見出し，授業方法として広がっていた。しかし，効果が見込まれる協同
学習の導入の際に，その理論的背景の検討を十分にしないまま，教育実践方法として広がっ
た可能性がある。そのため，看護基礎教育における協同学習の目的や位置づけが明確になっ
ていない。これらは技法のみに留まる危うさや，形だけの実践になっていないかという問

年    協同学習に関する連載・特集タイトル
2010-2011 連載 活動性を高める授業づくり・協同学習のすすめ
2013 特集 教育の質を高める学習方法 いまから始める協同学習

2013-2014 連載 看護教育に協同学習法を取り入れる
2016 連載 看図アプローチへの招待
2019 特集 あらためて協同学習を理解する
2021 増大号特集 特集2 オンラインで学びを深める協同学習

表１　雑誌「看護教育」の協同学習に関する連載・特集

図１　JASCE 全国大会における看護基礎教育分野の発表の内訳
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題提起（関田，2019）からも読み取れる。
　看護基礎教育の方法の１つとして協同学習を根づかせるためには，次の段階が必要であ
る。まず，看護基礎教育における協同学習導入の目的を分析し，次に，協同学習の導入に至っ
た看護基礎教育における問題意識を明らかにする。以上の２つの段階を踏まえることで，
看護基礎教育における協同学習が実践と理論の両輪となるための足掛かりになると考える。
１．２．本研究の目的
　本研究は，「なぜ看護基礎教育は積極的に協同学習を導入したのか」という問いに対し，
約 20 年間の文献を対象に協同学習導入の目的について言説分析を行うことによって，看
護基礎教育における問題意識を明らかにすることを目的とする。学習理論の枠組みを用い
て考察を試みることにより，協同学習の実践と理論を両輪として根づかせるための研究的
課題の示唆を得る。

２．研究方法

２．１．文献の抽出（収集方法）と選択
　本研究では，検索エンジンとして医学中央雑誌（以下，医中誌）と CiNii を利用した電子
検索を行った。検索対象期間の開始時期は定めず，新型コロナウイルスの影響を受ける前
の 2019 年までとした。キーワードは，予備調査をもとに「協同」and「看護」and「学生」
に設定した。その結果，医中誌は 194 件，CiNii は 154 件の文献が該当した。次に商業雑
誌，解説，協同学習に関係のない研究を除いた。その結果，医中誌 78 件，CiNii は 87 件
の文献を抽出した。これらの文献から，重複した文献を除き 81 件の文献を得た（検索日：
2022.07.11）。入手した 81 件の文献の参考引用文献を確認し，「雪だるま式」（snowball/ 
snowballing method）に文献を検索した。先と同様の手続きの結果，新たに 23 件の論文
を得た（検索日：2022.07.11）。
　以上より，合計 104 件の文献を収集した。タイトルと抄録，本文の内容を確認し，研
究目的に合致しない文献を除外した。なお，査読の有無，論文の種類は問わないこととし
た。その結果 36 件の文献が抽出され，この中から協同学習の導入目的を明確に記述して
いる 20 件を研究対象とした。
２．２．分析方法
　対象文献は，「著者名」「発行年」「研究タイトル」「書誌事項」「協同学習導入の目的」
の項目で整理した。分析方法は言説分析を採用し，次の手順で行った。①協同学習導入の
目的が複数あげられている場合は，導入目的の内容ごとに分割した。②分割した目的を，
内容の類似性に基づいて分類した。③分類したものに共通する性質の名前を付けサブカテ
ゴリーとした。④サブカテゴリーの内容の類似性に着目して分類し，共通の性質に名前を
付けカテゴリーとした。尚，カテゴライズは研究者１名で行い，質的分析の経験が豊富な
スーパーバイザーより指導を受け，信頼性の確保に努めた。
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２．３．倫理的配慮
　本研究で使用した文献については出典元を明らかにし，引用する際は内容を変えずに記
載するように留意した。開示すべき利益相反はない。

３．結果

　分析対象となる文献の一覧と協同学習導入の目的を表２に示す。協同学習は，１から５
項目の目的で導入されてきた。協同学習導入の目的は，６つのカテゴリーと，12 のサブ
カテゴリーに分類できた（表３）。カテゴリーとサブカテゴリーの構成を，【 】はカテゴ
リー，《 》はサブカテゴリー，「 」は生データで示す。（　）内の数字は表２の文献番号
を示す。
　看護基礎教育では，2002 年から【学習内容の習得・定着】，【能動性・主体性の喚起】，【相
互作用の体験的学習】，の３点を目的として協同学習が導入されていた。続いて，2006
年から 2016 年に【自己学習力の育成】，2011 年から【職業アイデンティティの形成】，
2012 年から【教育体制の調整】の順に，協同学習導入の目的が追加されていた。
３．１．【学習内容の習得・定着】 
　学習内容の習得・定着を目的とした文献は７件であった。サブカテゴリーの《学習内容
の習得・定着》の学習内容は，「知識・技術の深化，定着」（３）に代表される知識と技術
の両側面の獲得から，「看護実践能力の向上」（15）や「『生きた知識』として現場で活用
する」（18），ことができる知識と技術の臨床での実践を意識していた。
３．２．【能動性・主体性の喚起】
　能動性・主体性の喚起を目的とした文献は，15 件であった。《能動的学習態度の獲得》は，

「受け身の姿勢でなく，自主的に学ぶ姿勢を持ち」（１）という受動的な学習態度から脱却
し，「能動的に学習」（７）することまでを目的としていた。《学習意欲の向上》は，「学習
に興味を持つこと」（１）という学習への興味関心の喚起や，「学生の意欲」（３，７）を引
き出し向上させることを目的としていた。《主体的な学習活動の促進》は，「主体的な学習
行動の促進」（２）という行動に着目した目的や，「学習者が主体となる授業展開」（20）の
ように教育の主体に対するパラダイムシフトを意図した目的をあげていた。
３．３．【自己学習力の育成】
　自己学習力の育成を目的とした文献は４件であった。４件中３件は，《学習方法の習得》
を目的としていた。「学習方法を習得する」（６）ことから，「自己学習技能」の習得までの
自己学習力を高めることを目的としていた。そして，「批判的思考態度を育成する」（８）
ことを目的にし，《批判的思考力の育成》を【自己学習力の育成】の１つとしていた。
３．４．【職業アイデンティティの形成】 
　職業アイデンティティの形成を目的とした文献は，４件であった。サブカテゴリーとし
て，「自尊感情・自己効力感を高める」（６）から構成される《自尊感情・自己効力感の向上》，
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「なりたい看護師像に気づく」（11）ことから導き出される「看護師に求められる資質・能
力の形成」（15）からなる《看護師像の形成》，看護職としての「責任感を身につける」（19）

《責任感の育成》があった。
３．５．【相互作用の体験的学習】
　相互作用の体験的学習を目的とした文献は，10 件であった。サブカテゴリーとして，《対
人関係スキルの育成》は，「人間関係の育成」（16）や「人間関係の改善」（19）のように関
係性を重視した目的と，「対人関係に基づく看護技術能力の向上」（２）や「対人技能の学
習効果」（４）といった看護実践を見据えた目的から構成されていた。《協同についての体
験的学習》では，「協同に対する認識を深める」（６）といった協同そのものを理解する目
的や，「学び合い」（14）を通じた「グループダイナミクス的効果」（３）を感じ「協同に対
する認識を深める」（６）体験や「対話力の基盤」（16）として協同を理解することを目的
にあげていた。
３．６．【教育体制の調整】
　教育体制の調整を目的とした文献は，３件であった。「教員数は少なくて良い」（７）「人
員制約を補う」（17）の《人員の調整》と，「少しの指導で看護展開ができる」（12）の《指
導量の調整》の２つのサブカテゴリーで構成された。
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20
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20
15

20
15

20
16

20
18

20
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20
19

20
19

20
19

20
19

20
19

カテゴリー サブカテゴリー 　　文献番号
計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

学習内容の習得・定着 学習内容の習得・定着（7） 7
能動的学習態度の獲得（7）
学習意欲の向上（4）
主体的な学習活動の促進（4）
学習方法の習得（3）
批判的思考力の育成（1）
自尊感情・自己効力感の向上（1）
看護師像の形成（2）
責任感の育成（1）
対人関係スキルの育成（6）
協同についての体験的学習（4）
人員の調整（2）
指導量の調整（1）
＊（）内の数字は文献数を示す

教育体制の調整 3

能動性・主体性の喚起 15

自己学習力の育成 4

職業アイデンティティ
の形成

4

相互作用の体験的学習 10

表３　導入目的のカテゴリー・サブカテゴリー一覧と出現時期

４．考察

　考察では，看護基礎教育の協同学習導入の目的を対象（教育内容）・自己・他者との対
話，学び合う共同体の４つの視点から述べる。その４つの視点について佐藤（1995）の対
話的学びの三位一体論によれば，学びの実践は，対象（教育内容）・自己・他者との３つ
の対話が分かちがたく結びつき，それぞれが相互に媒介し合う複合的実践である。そして，
対象（教育内容）・自己の対話的学びの構成の中に，他者との対話的学びが含まれている。
対話的学びの三位一体論の目的は，個としての自分自身を理解・保持しつつ，学び合う共
同体を形成し，共同体の中で教育内容を文脈化することにある。
４．１．対象（教育内容）との対話
　【学習内容の習得・定着】は，2002 年から 2019 年まで，協同学習導入の目的として継
続してみられる。学習内容は知識と技術の２つの側面があり，《学習内容の習得・定着》

（２，３，４，10，15，18，19）は，看護実践として知識と技術を臨床で活用することを意
味していた。科学的根拠のある，看護実践として活用可能な技術を習得・定着させるため
の知識は，看護実践の方法や考え方，看護の提供者・被提供者としての体験を共有し，自
己の看護実践に取り込むという学びの過程が必要である（前川，2021）。 
　教員は，協同学習によって他者の対象（教育内容）に関連する知識や体験の共有や対話
を通して，教科書の一般化されたイメージ化しにくい知識や技術がイメージ可能な知識へ
変換され，私ごと・私たちごととして活用可能な知識と技術として学生が習得・定着する
ことを意図していた。このことは，対話的学びの三位一体論の目的の１つである，共同体
の中で教育内容を文脈化することと同義であると推察される。

発行年
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　以上より，対象（教育内容）との対話における看護基礎教育の問題意識は，一般的な知
識と技術を対話によって自己に帰属させ，活用可能な状態で獲得させることに対して学生
の課題があると感じていることが考えられた。
４．２．自己との対話
　【能動性・主体性の喚起】のうち《学習意欲の向上》（１，３，７，18）は，2002 年からあっ
た協同学習導入の目的である。このことは，学生が学習に興味を持っていないことや，教
員は学生の学習意欲が低いと感じている可能性を示している。また，協同学習の導入によ
り一方的に教員が教える教育から，学生同士で学び合う教育への転換の必要性を感じてい
たといえる。そこで協同学習を導入し，学生同士の学び合いを通じて分かるようになる実
感や，分かりそうで分からないことに対する知的好奇心がかき立てられる体験をすること
によって，《学習意欲の向上》を図ろうとしたと考える。
　《学習意欲の向上》は，他者からの認識可能な《能動的学習態度の獲得》（１，７，10，
12，13，14，15）を可能にする。《能動的学習態度の獲得》という学び合いの促進剤によっ
て学び合いが活性化し，自己の知的好奇心を満たす《主体的な学習活動の促進》（２，５，９，
20）として観察可能な活動になることを教員は期待していたと考える。つまり，【能動性・
主体性の喚起】とは，教師主導の教育パラダイムから学生主体の学習パラダイムへ転換す
ることを示している。
　2006 年以降の文献では，【自己学習力の育成】に関する導入目的の研究があることから，
自己との対話的学びとして【能動性・主体性の喚起】を基盤に次の学びへ発展したことが
示されている。【自己学習力の育成】は，自己学習力を向上させるための《学習方法の習得》

（４，６，13）と，メタ認知としての《批判的思考力の育成》（８）の２つがある。
　メタ認知は，自分の認知活動を客観的にとらえるために自己との対話的学びが必要であ
る。そのためにはまず，自分なりに教育内容に向き合い学ぶことが求められる。これは，
前述した対象（教育内容）との対話的学びである。次に，自己と他者の学び合いを通して，
教育内容への理解の一致やずれを知ることが必要である。さらに，他者と自己との差異を
手がかりに，何が違うのか，なぜ違うのかを知り，その差異を共有することで教育内容や
自己の認識の仕方への理解が深まる（稲垣ら，1989）。この過程が自己との対話になるこ
とから，これを通して《批判的思考力の育成》と《学習方法の習得》を意図し，【自己学
習力の育成】を可能にすると教員が考え，協同学習を導入した可能性が高い。
　他者との差異を知り，自己との共通点や相違点を知るということは，自己との対話を深
め【職業アイデンティティの形成】を可能にする。【職業アイデンティティの形成】を構
成するサブカテゴリーを見ると，2011 年の文献に《自尊感情・自己効力感の向上》（６）
が導入目的としてあり，2015 年以降の文献では《看護師像の形成》（11，15）があった。
その背景には，自信がなく自己有用感の低い子どもの増加（日本青少年研究所，2011）や，
看護基礎教育機関への入学動機が，対人援助職への憧れや希望以外に，職業としての安定
性や収入，他者からの勧めなど多様化が進んでいる（一柳ら，2009）ことがある。そのた
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め学生は，自分なりの【職業アイデンティティの形成】を看護基礎教育の学びの中で行う
必要性が生じたと推察される。
　そこで教員は，協同学習を導入し他者との差異を受け入れ，受け入れられる経験をする
ことによって《自尊感情・自己効力感の向上》を意図したと考えられる。《自尊感情・自
己効力感の向上》に支えられた学生は，他者との差異を知り，自己の認識が深まること
で自分なりの像を形成する（佐藤，1995）。今回の場合，《看護師像の形成》が相当する。
そして学生は，他者に自己の看護師像を受け入れられることで【職業アイデンティティの
形成】を肯定的に価値づける。このような対話による自己を析出する学びの体験は，対話
的学びである三位一体論の学びの共同体の中で，個としての自分自身を理解・保持する自
己との対話的学びと同義である可能性を示唆している。
　以上より，自己との対話における看護基礎教育の問題意識は，学習パラダイムへの転換
に必要な学びへの能動性や自己学習力を身につける必要性にせまられていたこと，学生な
りの自己の看護師像を析出し肯定的に価値づける必要性が生じたことであった。

４．３．他者との対話
　【相互作用の体験的学習】は，看護基礎教育における協同学習導入の目的として 2002
年から継続してある。看護基礎教育では，看護の知識と技術の伝達を教育の中心にしてお
り（吾妻，2006），個の能力の向上と質の保証に注目してきた（文部科学省，2011:2017）
ことから，他者との学びよりも個の能力育成と看護実践の保証を重視した可能性がある。
　そこで，教員が協同学習を導入し《協同についての体験的学習》（３，６，14，16）と，
学び合いのために協同的な関係性を構築することで《対人関係スキルの育成》（２，３，４，
11，16，19）を試みたと考えられる。これらの他者との関係性構築についての学びは，コ
ミュニケーションという対話の社会的過程において実現される学びであり，対話的学びの
三位一体論でいう他者との対話的学び（佐藤，1995）であるといえる。つまり，他者との
対話における看護基礎教育の問題意識は，《協同についての体験的学習》や《対人関係ス
キルの育成》を意識していないグループ活動では，協同的な関係性を学ぶには十分ではな
いと認識していたと考えられる。
４．４． 学び合う共同体
　対象（教育内容）・自己・他者の対話的学びに基づいた学習活動を可能にするためには，
対話的学びを支える【教育体制の調整】が必要になる。【教育体制の調整】は，《指導量の
調整》や《人員の調整》という教員の視点から観察可能な形で現れる。つまり，学び合う
学習環境を提供することによって，学び合いの共同体が生まれ，《人員の調整》が可能に
なる。また，学びのリソースとして他の学生を活用できるようになると，教員主導の個別
の指導から学生同士の学びへと変化し，学びの中心が学習者中心になることによって《指
導量の調整》が可能になる。これらは，教員の教科書にある一般化された知識の伝達と説
明を行うというかつての役割から，教室の環境についても活動的・協同的な場のデザイン
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を行い，対話的学びを促進する必要性（佐藤，1995）への変更を示している。
　【教育体制の調整】は，学生の学び合いを実現することで解決できると考えた，教員の
問題意識であるといえる。つまり《人員の調整》や《指導量の調整》は，教員のマンパワー
不足の問題が指摘されていた。協同学習は学び合いの活動を尊重することから，教員の介
入が少なくなり負担が軽減したように見えるが，実は授業準備には従来以上の負担がある
（ジョンソンら，2010）。そのため，教員のマンパワー不足の解消を目的とした協同学習
の導入は，協同学習に対する誤った認識の可能性がある。
　以上より，学び合う共同体を支えるために，教員は教室の環境についても活動的・協同
的な場のデザインを行い，教員のマンパワー不足を補うことを可能にする方法を模索して
いたことが分かった。

５．結論

　本研究の言説分析で析出された協同学習導入の目的と，対話的学びの三位一体論から示
された看護基礎教育の問題意識は，以下の４点であった。１）対象（教育内容）との対話
を意図した【学習内容の習得・定着】は，一般的な知識と技術を対話によって自己に帰属
させ，活用可能な状態で獲得させることに課題があると感じていたためと考えられる。２）
自己との対話により育まれる【能動性・主体性の喚起】，【自己学習力の育成】は，学習パ
ラダイムに必要な学びへの能動性や自己学習力を学生が身につける必要性にせまられてい
たことによる。さらに，【職業アイデンティティの形成】は，自分なりの看護師像を析出
し肯定的に価値づけるためと思われる。３）他者との対話を通して学ぶ【相互作用の体験
的学習】は，《協同についての体験的学習》や《対人関係スキルの育成》を意識していな
いグループ活動では，協同的な関係性を学ぶには十分ではないと認識していたからであろ
う。４）学び合う共同体を支えるための【教育体制の調整】は，教員は教室の環境につい
ても活動的・協同的な場のデザインを行い，対話的学びの促進や教員のマンパワー不足を
補える教育方法を模索する必要性を感じていたことを表している。

６．まとめと今後の課題

　看護基礎教育では，協同学習の導入により，対象（教育内容）・自己・他者との３つの
対話を通して，それぞれが相互に媒介し合う複合的実践を行うことで，問題解決を試みて
いた。これら言説分析によって析出された協同学習導入の目的は，３つの対話的学びのあ
りようと同じ考えであった。このことは，協同学習が目指している，学びのあり方に沿っ
たものであるといえる。　
　一方で，マンパワー不足の解消を目的に協同学習を導入することは，協同学習に対する
誤った認識を持っている可能性が示された。そのため，協同学習を導入際に十分な議論が
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必要となる。また，綿密な授業設計により，学習者の学びが表層的な話し合いではなく，
意味を探求していく深い学びになる。今後は，学習観や学習経験を配慮した授業設計と，
協同学習導入の妥当性について，講義・演習・実習での授業実践の評価や学生の変化をモ
ニタリングし，検証することが求められる。
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知的障害児における非言語による建設的相互作用の分析

野 尻 　  浩 * ・ 中 田 　  孝 ** ・ 益 川 弘 如 *

キーワード：知的障害，建設的相互作用，前向きアプローチ，非言語

　本研究の目的は，知的障害児を対象に前向きアプローチの授業を設計，実施し，知的障
害児自身が学びの適用範囲を広げていくような建設的相互作用が引き起こされる学習環境
が実現しているかどうかを明らかにすることである。そこで，「おりぞめ発表会」という
ものづくり教材を用いて，知的障害特別支援学校高等部の生徒４名を対象に授業を実施し，
課題遂行レベルへの効果，モニター役における注視への効果，非言語行為の分類による社
会的相互作用への効果，の３つの視点から分析した。その結果，①課題遂行者とモニター
の役割交代の明確性，②多様な学習成果物の外化，③外化物の観察可能性，という学習環
境によって，事例生徒の非言語による建設的相互作用が引き起こされる可能性を見出すこ
とができた。

１． 問　題　と　目　的

　特別支援教育において，従来の「教師が中心になり，個々の子どもの特性に合わせて，
簡単なことから複雑なことへと，ひとつひとつ系統的に教え込んでいく」方法から，子ど
もが周りの人々あるいは環境や状況との関係性の中で，子どもが本来持つ能力の発達を支
援していく考え方への転換が提唱され（渡部，2006），久しい。しかし，第 1 著者が勤務
していた学校の同僚らの授業は，子どもが中心で対話的だと言いつつも，話し合いの中で
教師が教え込んでしまったり，教師に言われたことを協力したり話し合ったりしている展
開に留まり，このような実態を打破したいと考えてきた。本研究は，知的障害児における
協調的な授業実践を設計，同僚らに実践を依頼し，そこでの子どもの理解過程を分析し，
研究課題の問題解決に向けた一助としていくことを目標としている。
　本研究の基盤となる考え方として注目したのが，Scardamalia, Bransford, Kozma, & 
Quellmalz（2012）が提唱した「前向きアプローチ」と「後ろ向きアプローチ」の２タイ
プでの授業設計の整理である。後ろ向きアプローチの授業設計は，教師が学習目標から逆
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算して一連の下位目標を作り，その目標に至る一本の道筋を用意し，その道筋に沿って順
番に教えたり，その道筋の範囲内での正解を話し合わせ確認したりして進めていくよう
な学習環境で，目標達成型の学習環境である。これは，渡部（2006）が指摘している従来
の特別支援教育の教授方法ともいえる。一方，前向きアプローチの授業設計は，教師が
授業における目標を事前に設定するが，学習者はその目標に向けて自発的，対話的な課
題解決活動が表出されるよう，教師は学習者の学習環境を巧みに作り込む。そして学習
者は学習環境に支えられるかたちで，対話を通して各自学びを深めていく過程で新しい
疑問や目標を見つけ，その解決に取り組んでいくような，目標創出型の学習環境である。
Scardamalia et al. （2012）は，学習者が将来，自ら学び続けるような力を育むためには，
日々の授業設計は後ろ向きアプローチと前向きアプローチの両者を相互補完的に使ってい
く必要があると主張している。
　前向きアプローチによって引き出される学習者の主体的で対話的な学習プロセスの
過程を整理した学習理論として，「建設的相互作用」が挙げられる（Miyake，1986；
Shirouzu, Miyake, & Masukawa，2002）。Miyake（1986）は，「ミシンはなぜ２本の糸
が絡み合って縫えるのか」の課題について２人で対話する言語記録を分析し，２人いるか
らこそ，各自がミシンに対する理解を深めていく過程を明らかにした。そこでは，２人一
緒に考えていても，同じ考えを共有しているわけではなく，それぞれが別の考えをもって
いた。また，課題を解きながら自分の考えを提案する課題遂行者（task-doner）と，その
様子をみながら相手の考えを取り組もうとするモニター（monitor）との２つの役割を自
然に交代しながら，各自なりに考えの枠を広げるチャンスを得つつ，学びを深める仕組み
を「建設的相互作用」と名付けた。この役割交代をしながらの学びの深まりの過程は，単
純に「分からない」状態から「分かる」状態に遷移して終わるのではなく，むしろ「分かる」
状態から「分からない」状態に遷移することによって問いが深まり，次の「分かる」を得
ることにつながることが確認されている。加えて，Shirouzu et al. （2002）は，「折り紙
の 3/4 の 2/3 に斜線を引く」課題を２人で解く過程の言語と行為を分析した。そこでは，
①課題遂行者がモノ（折り紙）に折り目をつけるなどして考えを「外化」し，②その外化
物（折り目）に対してモニターが自分の視点と比べて課題実行者に変わって「見立て直し」
を提案することで，③課題遂行者はモニターに変わって相手の考えを知り，「視野を広げて」
状況全体のなかで答えを見直す中で，④自身の持つ数学的な知識や意味と結びつけ，より
抽象的な解法への気づきを生む，という過程を経ていた。この先行研究は「建設的相互作
用」の役割交代には，課題遂行者の考えを外的リソースとして活用し「外化」可能とする
学習環境の重要性を示している。
　以上の前向きアプローチの重要性と，そこで引き起こされる建設的相互作用の実現の視
点から，特別支援教育の先行研究を見直す。まず，障害児の社会性や協働性の獲得を，応
用分析行動学の分析手法を用いて学習環境を検討している先行研究として，村中・小沼・
藤原（2009）と涌井（2011，2013）があげられる。村中ほか（2009）は，知的障害特別支
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援学校の小集団指導の授業改善において，（1）物理的環境支援　（2）個に応じた支援ツー
ル　（3）人的支援　の介入により，「朝の会」に参加する児童の課題遂行レベルが向上し，
逸脱行為が低減することを明らかにした。この研究は，長期にわたって子どもたちの学習
プロセスを詳細に記録し，そこから見えてくる子どもの学習状況に対し，教師がどのよう
な学習環境をデザインすればよいのかを具体的に示し，その学びが授業デザインをどんな
点で支えているかということを明らかにしている。また，涌井（2011，2013）は，障害
児を含む集団における協同学習の課題設定において，Gardner（1999）の提唱する８つの
マルチ能力を踏まえて，一人一人の学び方の違いに対応し，誰もが学びやすく，わかりや
すいというユニバーサルデザインな授業実践を試みている。涌井の研究は，子どもの集団
随伴性の特性を踏まえ，障害児の多様な学びの実践を試みており，特別支援教育における
協同的な学びの可能性を示している。これらの先行研究の成果として，周りの状況や環境
が変われば，同じ子どもでもより難易度が高い課題にチャレンジでき，子どもの能力を引
き出すことができることが明らかとなり，学習者に学んでもらうのに適切な状況や環境を
デザインする営みが重要であることを示している。これら先行研究の取り組みは，応用行
動分析学の分析手法が取られているが，前向きアプローチの取り組み成果として分析する
には，障害児同士の相互作用が建設的相互作用につながっているかどうか，学習者の内的
側面をより詳細に捉えていくことが求められるだろう。
　一方，CSCL（Computer Supported Collaborative Leaning）の学習環境の設計に着目
した，Cress, Wodzicki, Bientzle, & Lingnau（2011）の研究では，外的制約の強い学習
環境が，障害児間の相互作用の足場かけとして機能することを明らかにしている。12 歳
から 17 歳の知的障害児が二人組になってタブレット PC を使用して家具や設備等のシン
ボルを分類するという課題に対し，２人が自由に PC 上でシンボルを移動できるフロア制
御なし条件の CSCL 環境と，一人の生徒しかシンボルを動かすことができないフロア制
御条件の CSCL 環境の２条件を設定し，課題遂行レベルや会話の質を分析した。分析の
結果，フロア制御条件の方が，コミュニケーションの必要性を誘発し，シンボルを正しく
配置したり，内容に関連した会話が多くなったりしたことを示した。しかし，生徒の言葉
の表現が貧弱であったため，生徒の発話を理解し，すべての会話行為を分類することの困
難性が課題で挙げられており，知的障害児の内的な状態を分析できておらず，建設的相互
作用が引き起こされたかどうかまでは明らかになっていない。
　そこで本研究では，課題遂行役とモニター役の役割交代が起こりやすい学習環境と，課
題遂行役の考えを外化しやすく，モニター役の見立て直しがクリアに見える「ものづくり
教材」を題材として，知的障害児を対象に建設的相互作用が起こりやすい条件を備えた前
向きアプローチの授業を設計，実施し，効果を分析する。もしこの学習環境に効果がある
のであれば，知的障害児のように言語表現が制限される子どもたちであっても，非言語の
建設的相互作用を引き起こすと予測される。非言語の建設的相互作用が引き起こされてい
るかどうか視線や表情，ジェスチャー等の非言語的な分析枠組みを用いて分析し，知的障
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害児自身が学びの適用範囲を広げていくような学習環境が実現していたかどうかを明らか
にすることを研究の目的とする。

２． 授　業　実　践

２．１．対象生徒
　同じ学級に所属している知的障害特別支援学校高等部３年生徒４名（S1, S2, S3, S4）を
対象に，2018 年 10 月，ホームルームの時間を使って，25 分間で授業を実施した。この
学級は２年からクラス替えがなく，作業学習以外の授業では一緒に学習と生活を共にして
いる集団である。S1 と S2 は，他者とのコミュニケーション能力が高く，言語や表情の
表出も豊かで，社会性も高い。S1 は自閉的傾向があり，自分の世界に閉じこもって常同
行動が見られる。S2 は一方向的なコミュニケーションになりやすい。S3 と S4 は，口頭
での説明はある程度理解できるが，言語表出が困難である。S4 は，定型的な作業や手続
きを完遂することが得意で，知覚推理能力が高い。
　本研究では，４名の生徒のうち，S3 を事例対象生徒として分析を行った。S3 は，療育
手帳の知的障害区分が A（重度）である。ただ，高等部では知能検査を実施していないた
めその情報を得ることはできなかった。言語理解については，日常生活レベルの会話はあ
る程度理解できるが，言語表出については，文を用いた表現が困難なため，身振りと短い
単語・句を使ったコミュニケーション方法を採用している。また，給食のお替りなどの本
人の要求の強い場合は，自分からコミュニケーションとろうとするが，日常的には自分か
らコミュニケーションをすることは少ない。さらに，興味関心がある物事は注意が持続し，
記憶することもできる。
２．２．授業内容と学習環境
　建設的相互作用が起こりやすい前向きアプローチに基づいた学習環境を分析するため，
本研究では，「おりぞめ発表会」（山本・藤沢，2012）という授業を行い，授業目標を「多
様な染め方を理解して楽しむ」と設定した。「おりぞめ」は，障子紙を折り畳んで，その
角や辺を様々な色の染料につけて広げると，思いがけない模様に染まるというものづくり
のことで，それを発表会形式に設計したものが，今回の授業である。おりぞめの制作は，
①一人の発表者が前に出る，②名前と始めの挨拶をする，③染料液に障子紙を付けて染料
を拭き取る，④色や付ける場所を自由に変えて③の工程を繰り返す，⑤できた作品を広げ
て皆に見せて終わりの挨拶をする，という制約のある学習環境の活動であり，その制作活
動をモニター役の生徒に見せるという授業の流れである。表１で示した流れに沿って，教
師の演示→ S1 → S2 → S3 → S4 の順に，１人２回，おりぞめ発表を行った。順番につい
ては意図したものではなく，席順とした。染色液は，ピンク，青，黄の３色で，教師は３
名体制であった。T1（第１筆者，男性：50 代）は担任ではないが，本実践を行うために
学級に入り，教師の模範演技と全体進行を行った。T2（女性：50 代）と T3（男性：20 代）
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は担任で，T2 は S2 と S3，T3 は S1 と S4 をおもに指導，支援した。教師は，生徒がお
りぞめを楽しむことを優先し，作品が制作できるように生徒へ足場かけを行ったり，制作
過程を見て自然な反応をしたりした。また，教師の意図に沿ったものづくりの支援になら
ないように，生徒への介入度が過度にならないように留意した。
　この授業について，建設的相互作用が起こりやすい条件の視点から特徴を述べる。まず，
課題遂行とモニターの役割交代が起こりやすいように授業デザインされている。これは，
Cress et al. （2011）のフロア制御の外的制約条件をさらに強め，自発的に役割交代がで
きない障害の程度が重い生徒に対しても，役割交代を行えるような制約をかけている。具
体的には，授業の中で，表１のように，子どもはおりぞめ作品を制作する課題遂行者と，
その制作過程を観察するモニターの役割
を交代するのを１クールとし，９クール
交代する学習環境を設定した。課題遂行
者は制作過程をモニターに見てもらうこ
とで他者を意識したり認められたりする
場となり，モニターは他者の課題遂行か
ら情報を得て新しく学ぶ機会が提供され
る。役割交代の仕組みが授業に埋め込ま
れていることによって，その場にある人
やモノとの相互作用を引き起しやすい学
習環境となっている。この授業デザインは，子ども自身が自分なりのおりぞめの染め方を
見出し，それをさらに変化させていくという新しい目標の創発を生むことが可能な前向き
アプローチの授業設計であり，目標創発型の学習環境といえる。
　２つ目に，外化物をモニターして，自身の考えを見立て直しできる（Shirouzu et al., 
2002）題材である。おりぞめの特徴ともいえるが，染め方に多様性があり，おりぞめ作
品の成功・失敗の判断がつきにくく，障子紙を広げるまでどのような作品ができているの
か分からないものづくり教材のため，モニター役で他者の制作過程と作品から新しい染め
方を学ぶ機会が確保され，他者がいることで自分の理解が進むことが見えやすい学習環境
である。また三宅（2000）は，どのような課題状況で対話を通した理解の深まりが見込み
やすくなるかを比較検討した結果，２人の試してみる「手の外からの見えやすさ」と，試
した手がその場ですぐに正解につながるかどうかわからない「手の局所的正誤判断のしに
くさ」の２つの条件を挙げている。この条件とおりぞめの特徴は共通しているといえ，こ
の視点からも，建設的相互作用を引き起こす条件を備えていると考えられる。
　もし本授業を後ろ向きアプローチの授業設計で実施するならば，教師のモデリングの後，
各自がおりぞめを制作し，その制作過程や作品を教師が評価するという授業デザインにな
る。そして，教師の決めた目標に向け，手順や染め方などの足場かけを分かりやすく準備
して，その道筋に沿って順番に教えたり，その道筋の範囲内での染め方を確認して進めた

クール 課題遂行者 モニター
1 教師 S1，S2，S3，S4
2 S1 S2，S3，S4
3 S2 S3，S4，S1
4 S3 S4，S1，S2
5 S4 S1，S2，S3
6 S1 S2，S3，S4
7 S2 S3，S4，S1
8 S3 S4，S1，S2
9 S4 S1，S2，S3

表１　おりぞめ発表会における課題
遂行者とモニターの役割交代
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りするだろう。教師は教授した内容をどの程度達成できたかを評価することが予想される。
従来の特別支援教育においては，このような後ろ向きアプローチによる目標達成型の授業
デザインの中で有効な学習環境が提供され，生徒の学びに寄与してきた。しかし，後ろ向
きアプローチと前向きアプローチの両方の長所を統合する必要性が指摘されている現在，
特別支援教育における次の課題は，目標創発型の授業デザインに挑戦し，その学習環境の
中での生徒の学びを丁寧に見とり，適用範囲が広がる学びを実現する実践を積み上げてい
くことであると考える。
２．３．倫理的配慮
　授業の実施にあたり，データ取得時に所属していた大学院の研究倫理規定に従い実施し
た。まず，校長及び担任には研究目的と授業の動画撮影の使用用途について口頭で説明し，
同意を得た。また生徒と保護者については，研究目的や撮影にあたっての配慮事項，個人
情報の守秘義務の遵守，協力については任意であり協力を得られない場合にも不利益は被
らないこと，研究成果の公表などを，担任を通じて書面で研究協力の同意を得た。

３． 分　析　方　法

　課題遂行とモニターの生徒の動きや表情等を，それぞれ１台のビデオで固定して記録を
とり，この映像記録（24 分 16 秒）をもとに，課題遂行とモニターの記録をスクリプト化
した。事例対象児 S3 の「おりぞめ発表会」における活動場面は，表１のおりぞめ発表会
の９つのクールの中で，S3 が課題遂行役とモニター役の役割交代したところで切り取っ
た結果，表２のように５つの場面になった。場面１は１回目発表前のモニター役，場面２
は１回目発表の課題遂行役，場面３は１回目発表後のモニター役，場面４は２回目発表の
課題遂行役，場面５は２回目発表後のモニター役である。そして，以下に説明する，課題
遂行レベルへの効果，モニター役における注視への効果，非言語行為の分類による社会的
相互作用への効果，の３つの分析視点から，建設的相互作用を引き起こすことができてい
たかどうか分析した。
３．１．課題遂行レベルへの効果
　課題遂行レベルへの効果の分析では，課題遂行時の行為の変容を追った。もし，モニター
役や課題遂行時における自分の発表経験を通して，多様な染め方が分かってくるようなこ

場面と役割 学習活動
場面１（１～３クール）：1 回目発表前のモニター役 教師，S1，S2 のおりぞめ発表を見る
場面２（４クール）：１回目発表の課題遂行役 １回目のおりぞめ発表を行う
場面３（５～７クール）：１回目発表後のモニター役 S4，S1，S2 のおりぞめ発表を見る
場面４（８クール）：２回目発表の課題遂行役 ２回目のおりぞめ発表を行う
場面５（９クール）: ２回目発表後のモニター役 S4 のおりぞめ発表を見る

表２　S3 の活動場面
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とがあるのであれば，染める手順を変えると作品が変化するという見通しや期待が生まれ
て，自らの染め方を工夫して多様な作品を制作するようになるのではないかと考えた。そ
こで，村中ほか（2009）を参考に，S3 のおりぞめ発表の制作過程の行為レベルを可視化
するため，表３のように課題遂行レベルを Level ６～０（以下 L6 ～ L0）の７段階を設定
した。L0 ～ L3 は教師の足場かけに基づく遂行レベルで，L0：代行レベル，L1：身体支
援レベル，L2：動作指示レベル，L3：言語指示レベル，と教師の足場かけを徐々に軽く
するような段階付けをした課題遂行レベルを設定した。また，L4 ～ L6 は生徒自らおり
ぞめを染めるレベルで，L4：自発レベル，L5：工夫レベル，L6：他者意識レベル，とお
りぞめを制作する行為の適用範囲が広がる課題遂行レベルを設定した。
　１，２回目発表で観察された S3 の行為のレベル別の出現数を発表ごとの総コーディン
グ数で除して算出したものを生起率とし，その変化を分析した。なお，コーディングは，
映像記録を第１，第２著者が一緒に見ながら行為を確認し，合意が得られたものを結果と
して採用した。コーディングした箇所は，１回目発表では 34 か所，２回目発表では 18
か所あった。
３．２．モニター役における注視への効果
　モニター役における注視への効果の分析では，モニター時における共同注意を追った。
共同注意とは，「自己―対象―他者」の三項関係の成立によって表出される，他者との相
互作用の行為である。もし，モニター役となっているときに，おりぞめを行う課題遂行者
に対して，作品や制作過程を注視する共同注視が起こるのであれば，お互いの情動の共有
が起きるのではないかと考えた。そこで，自閉症児が情動の共有が形成されていく行動に
ついて，非言語中心の共同注意行動に着目した李・田中道・田中真（2010）の分析方法を
参考にして，次のような分析を行った。

（1）注視の生起率：社会的相互作用の表出行動として，モニター役で，人や作品への注視
の表出を 10 秒間の部分インターバル記録法（Alberto & Troutman, 1999）で数え，
注視の生起インターバル数を全体インターバル数で除したものを生起率として，その
変化を分析する。

（2）「笑顔＋注視」の同時生起率：情動の共有として，モニター役で，課題遂行者に対し，

レベル 基準 コーディング例
L6 他者を意識した言動や操作による遂行 該当なし
L5 変化や工夫した操作による遂行 自分で障子紙の角度を変える
L4 自発による遂行 自分で障子紙を青色に付け，雑巾で拭き取る
L3 教師の個別言語指示による遂行 T2 の声掛けで袋から障子紙を取り出す
L2 教師の個別動作指示（身振り等）による遂行 T2 の動作指示で名前を言う
L1 教師の個別身体支援による遂行 T2 が腕に触れて移動を始める
L0 遂行なし（教師の代行による遂行） T2 の言語指示でも操作をしない

表３　課題遂行レベルの基準とコーディング例
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笑顔で注視を向ける行動を「楽しさ」の情動を共有していると判断し，（1）と同様，
笑顔と注視の同時表出を 10 秒間の部分インターバル記録法で数え，その生起率と変
化を分析する。

　なお，10 秒ごとのインターバルで注視が生起したかを，第１，第２著者がそれぞれ，
同じ記録シートを用いてチェックし，一致したインターバルの箇所を一致率として算出し
たところ，93% であった。不一致の箇所は，第１，第２著者が映像記録を再確認し，合
意が得られたものを結果として採用した。
３．３．非言語行為の分類による社会的相互作用への効果
　非言語行為の分類による社会的相互作用への効果の分析では，S3 の理解状態を推定
し，建設的相互作用が引き起こされていたかを分析した。益川・河﨑・白水（2016）で
は，４名の児童を対象に，小３～小６で行われた４年間の研究授業の対話場面について，
Miyake （1986）の建設的相互作用の発話分析の分類手法を利用して，「分かる」状態と「分
からない」状態の発話の行き来の頻度に変容が見られるか分析した。その結果，児童たち
が小３のときの授業では「後ろ向きアプローチ」だったため，「分かる」状態と「分から
ない」状態の発話の行き来は見られなかったが，小４～小６にかけて授業が「前向きアプ
ローチ」に変わっていくことによって，「分かる」と「分からない」の行き来の数や頻度
が増え，徐々に理解が深まっていく建設的相互作用が引き起こされていることが確認され
ている。
　そこで本研究においても，Miyake（1986）の建設的相互作用の発話分析の分類手法を
適用し，分かっている状態の行為である【同定】【提案】【確認】の３分類，分かっていな
い状態の行為である【探索】【疑問】の２分類の計５分類で分析した（表４）。【同定】は，
推論しなくても自明である手続きを表現する行為とし，S3 自身の経験則やモニター役で
得た理解によって，おりぞめの工程を行っている操作である。【提案】は，課題に対する
自分の考えを表現する行為とし，短い内省的行為（たとえば，戸惑う，笑う等）を伴う課

分類 定義 行為例

分
か
っ
て
い
る

同定 推論しなくても自明である手続きを表現
する行為

一人で雑巾を左手で持って障子紙を拭く

提案 課題に対する自分の考えを表現する行為 一人で角を黄色に染め，笑みを浮かべる

確認 他生徒や教師の反応に同意を示したり，
受容したりする表現の行為

教師の「いいよいいよ」の声掛けと笑い
に対して，一人で雑巾を左手で持って障
子紙を拭く

分
か
っ
て

い
な
い

探索 わからないなど不理解を示したり，自問
したりする表現の行為

３秒間，前方を注視する

疑問 他生徒や教師の反応に疑問を示したり，
拒否をしたりする表現の行為

教師が「いい？何か付ける？」と問いか
けると，13 秒間，雑巾，手，障子紙を
注視する

表４　非言語行為の分類
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図１　S3 の２回の発表における染め方の変化

題遂行の操作である。【確認】は，他生徒や教師の反応に同意を示したり，受容したりす
る表現の行為とし，モニター役の生徒や教師の反応に対して，正の反応を示す操作である。

【探索】は，分からないなどの不理解を示したり，自問したりする表現の行為とし，比較
的長く（２秒以上），課題遂行の操作とは切り離された内省的な操作である。【疑問】は，
他生徒や教師の反応に疑問を示したり，拒否をしたりする表現の行為とし，モニター役の
生徒や教師の反応に対して，負の反応を示す操作である。
　この非言語行為の分類に基づき，S3 が課題遂行とモニターの役割の交代から，分かっ
ている状態から分かっていない状態になり再び分かっている状態になっているかを分析す
る。

４． 結　果

　S3 のおりぞめの染め方の変化について，染色液に付ける場所，色，手順をまとめたも
のが，図１である。図１から，染める操作は６工程で，障子紙の角を染色液に付けるとい
う操作は変わらないが，２回目発表の第３工程からは１回目発表の操作とは異なり，染め
る場所と色の順番を変化させていったことが分かる。この変化は，S3 の染め方の枠組み
はある程度維持されたままで，多様な染め方を試したものと推測できる。
　そこで，S3 が染め方を変化させるようになった要因を明らかにするために，その制作
過程を３つの視点で分析した結果を示す。
４．１．課題遂行レベルへの効果の分析結果
　S3 の１回目，２回目発表の課題遂行レベル別の生起率をまとめた結果が図２である。
　場面２の１回目発表では，教師の足場かけレベル（L0 ～ L2）によって S3 は課題遂行し
ていったことが分かる。しかし，染める工程を繰り返す中で自発レベル（L4）が生起した
が，染める工程の手続きが分かったため，一人で課題遂行ができるようになったと考えら

①①角角・・ピピンンクク ②②角角・・青青 ③③角角・・黄黄

④④角角・・ピピンンクク ⑤⑤角角・・青青 ⑥⑥角角・・黄黄

【【【SS33のの１１回回目目発発表表】】

①①角角・・ピピンンクク ②②角角・・青青 ③③角角・・黄黄

④④角角・・黄黄 ⑤⑤角角・・ピピンンクク ⑤⑤角角・・青青

【【【SS33のの２２回回目目発発表表】】

ピピンンクク 青青 黄黄
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れる。このことから，教師の足場かけとモノとの相互作用で，自分なりの経験則を獲得し
たと推測できる。
　場面４の２回目発表では，言語指示レベル（L3）以上で操作が遂行できるようになり，
自発レベル（L4）が最も比率が高くなった。また，おりぞめを染める場面では，染める色
の順番を変えたり，染める場所を変えるために障子紙の角度を変えたり，障子紙を持ち変
えたりする等，工夫レベル（L5）が見られた。このことから，S3 は自分なりの納得する
作品を作るという目標を見出し，染め方を変化させていったと考えられる。
　さらに，障子紙を開く操作では，S1 が行った操作を真似て，教師の支援を受けずに自
ら１回目とは異なる開き方を行っていたことから，工夫レベル（L5）が生起した。これは，
S3 は障子紙の開き方を分かっており，モニターで得た知識を活用して，自分なりの考え
を表現した行為と考えられる。
４．２．モニター役における注視への効果の分析結果
　S3 のモニター役における注視への効果の分析結果は，図３の通りである。
　場面１の S3 の１回目発表前のモニター役（教師，S1，S2 のモニター）では，注視数の
生起率は 20％未満であり，「注視＋笑顔」の同時生起率は全く生起しなかった。ほとんど
の時間，着席したまま手いたずら等をしており，T2 が身体を起こすように触れたり，T3
が教師の演示を見るように指差しをしたりしたが，正反応は見られなかった。教師が期待
するモニターとしての役割を果たしておらず，知識を得られなかったと推測できる。
　場面３の S3 の１回目発表後のモニター役（S4，S1，S2 のモニター）では，注視の生起
率が 50％以上に高まり，１回目発表前より大きく向上している。この要因として，１回

図２　S3 の２回の発表における課題遂行レベル別の生起率変化
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図３　S3 のモニター役における注視と情動の変化

目発表を経験することで，おりぞめに興味をもつようになり，他者の作品や染めるプロセ
スに関心が向いたと考えられる。注視の対象を見てみると，S4・１回目と S1・２回目の
モニター役においては，おりぞめ作品や課題遂行者が作品を広げる様子を注視しており，
おりぞめ作品への関心が強いようであったが，S2・２回目のモニター役では，課題遂行
者が染める操作の過程にも注視が起こるようになり，注視の生起率がさらに上昇していっ
た。このことから，S3 は，おりぞめ作品からおりぞめを制作するプロセスへと関心が広がっ
ていき，多様な染め方を主体的に理解していこうという意欲を見とることができる。また，

「注視＋笑顔」が同時に生起するようになり，１回目発表直後の S4・１回目のモニター役
で最も高い状態となり，その後も継続して生起している。このことから，情動は１回目発
表後から起こって，持続していると考えられる。笑顔が生起した工程は，課題遂行者が障
子紙を広げて「できました」と終わりの挨拶をし作品を見せようとする工程と，ホワイト
ボードに作品を貼る工程であり，作品というモノに対して情動が働いているといえる。
　場面５の S3 の２回目発表後のモニター役（S4 のモニター）では，注視の生起率はさら
に向上して 90％以上となり，S4 の工程全般にわたって注視が生起した。また，「注視＋
笑顔」が同時に生起することも継続していたが，作品制作のプロセスにおいて初めて注視
と笑顔が同時に生起し，染め方を観察するために頭を下げてのぞき込む動作も生起した。
これは，課題遂行者のおりぞめを染めるプロセスに関心が向き，「多様な染め方」という
適用範囲が広がる理解への意欲がさらに向上していると考えられる。
４．３．非言語行為の分類による社会的相互作用への効果の分析結果
　表４の非言語行為の分類に基づいて，分かっている状態と分かっていない状態が行き来
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をしていると推測される場面を抽出し，その状態の遷移を課題遂行とモニターの役割交代
から解釈していく。なお，行為の番号は，トランスクリプトした際の整理番号である。
　まず，場面２の１回目発表時，S3 の染める工程の一部の行為を分析したものが，表５
である。23 で S3 は一人で染色液を拭き取る操作を行ったが，１回目発表の染める工程
を繰り返す中で獲得した経験を用いた行為【同定】であり，染める工程が分かっている状
態といえる。この操作を終えると，24 で S3 は，前方を注視するという内省的行為が表
出した。これは，この後，S3 がどのように染めるのか自問している行為【探索】と考え
られ，分かっていない状態に遷移したと推測される。25 で S3 は，第６工程の染める操
作をした後，笑みという自己満足感を表出し，染める工程を終えた。これは自分なりの染
め方で染める工程をやりきったことを他生徒や教師に伝えるために，言葉の表出の代わり
に笑みという表情で表現する行為【提案】と考えられ，再び分かっている状態になったと
推測される。
　26 で教師の声掛けと笑い声が起こると，S3 は染色液を拭き取る操作をするが，教師の
反応を受け止めた行為【確認】と考えられ，染める工程の意味が分かっている状態と推測
される。その後，27 で T2 が問いかけをするにも関わらず，S3 は 13 秒という長い時間，
手や障子紙等を注視するという行為を表出した。これは，教師の問いかけに対して，不
理解を示した行為【疑問】と考えられる。S3 は，場面 1 の１回目発表前のモニター役で
は，注視数の生起率は 20％未満のため（図３），障子紙を広げる工程の手順が理解でき
ておらず，おりぞめを染める工程を終えた後，次にどのような操作をしたらよいかが分
かっていない状態になったと推測される。そして 28 で，S3 は雑巾を机に置く操作を行
うが，これは S3 が課題遂行の経験から学んだ手続きの行為【同定】と考えられ，分かっ
ている状態で操作を進めたと推測される。

行為 分かる 分からない
23　一人で雑巾を左手で持って障子紙を拭く 同定

24　３秒間，前方を注視する。 探索

25　⑥一人で，角を黄色に染め，笑みを浮かべる 提案

26　T1 が「いいよいいよ」と声掛けをし，T3 が笑うと，一人で雑
　　巾を左手で持って障子紙を拭く 確認

27　T2 が「いい？何か付ける？」と問いかけると，13 秒間，雑巾，手，
　　障子紙を注視する 疑問

28　雑巾を机に置く 同定

29　視線が定まらない状態で，2 秒間，障子紙を持ったまま右手で
　　頭をかく 探索

30　S2 が顔を T3 に向けながら「わぁー」と声を出すと，12 秒間，
　　笑みを浮かべながら右手を胸にあてる 確認

表５　１回目発表の非言語行為の分類による「分かる」「分からない」状態の遷移
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　さらに 29 で S3 は視線が定まらないまま，頭をかく行為が表出したが，次にどのよう
な操作をすればよいのか困っている行為【探索】と考えられ，染めた後の工程が分かっ
ていない状態になったと推測される。また，30 で S2 が反応を示すと，S3 は笑みを浮か
べながら右手を胸にあてる行為が表出した。これは，染める工程がすべて終了し，自分
なりの染め方を遂行できた満足感や達成感を味わっている行為と考えられる。そして，
S2 の反応を前向きに受け止めて情動を表現する行為【確認】と考えられ，自分なりの染
め方を遂行した際の楽しさが分かっている状態になったと推測される。
　２つ目に，場面４の２回目発表時，S3 の染める操作の第２工程の行為を分析したもの
が，表６である。52 で S3 は，染めるのをためらう行為を表出して，１回目発表と同じ
染め方を行った。このためらいの内省的行為は，1 回目発表の課題遂行の経験と，モニター
役として制作過程の注視によって他者の染め方に関心が向くようになってきたことから，
経験に基づいて染めようとする方法と，他者の染め方も参考にして自分なりの染め方で
表現しようとする方法の２つの選択に迷っている行為【探索】と思われる。そして，こ
の内省的行為を伴って，S3 は自分なりの考えを表現した操作【提案】へ移行したと考え
られ，多様な染め方が徐々に分かっている状態になっていると推測される。53 で S3 は，
前方を８秒間注視する行為を表出したが，これまでの染める工程の経験やモニター役で
見立て直した経験則をもとに，染める場所や色を変えようとして，次に染める操作をど
のようにするのか考えている行為【探索】と考えられ，多様な染め方をするために迷っ
ているという，分かっていない状態になった推測される。54 で S3 は染色液を拭き取る
操作を行ったが，S3 の経験に基づき行った行為【同定】であり，染める工程が分かって
いる状態で操作を進めたと推測される。55 で S3 は，染める操作の第３工程を行ったが，
これまでの染め方とは異なる染め方を行った（図１）。これは，53 の内省的行為を反映
した操作であり，自分の考えを表現する行為【提案】と考えられ，多様な染め方が分かっ
ている状態になったと推測される。
　また，52 ～ 55 の S3 の分かっている，分かっていない状態の行き来の中で，モニター

行為 分かる 分からない
52　②染めるのを少しためらったが，障子紙の同じ所の角を青色に染
　　める。すると，S2 が笑顔で注視しながら「えっ」と声を出し，顔
　　をしかめる

提案
探索

53　8 秒間，右や右前方を注視する。すると，S2 が小声で笑ったり，
　　声を出して笑ったりする 探索

54　障子紙についた染色液を雑巾で拭き取る。すると，S2 が「えっ」
　　と声を出して笑い，T3 が「どこを見ているんだろう」とつぶやく 同定

55　③障子紙の同じ所を黄色に染め，雑巾で拭きとる。すると，S2
　　は笑顔で注視し，T3 は「同じ所なんだね」とつぶやく 提案

表６　２回目発表の非言語行為の分類による「分かる」「分からない」状態の遷移
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役の生徒や教師にも社会的相互作用が引き起こされ，S3 の課題遂行によって学びが生じ
ていることが推測される。

５． 考　察

　本研究では，知的障害児を対象に前向きアプローチの授業を設計，実施し，非言語的
な分析枠組みを用いて，知的障害児自身が学びの適用範囲を広げていくような建設的相
互作用が起こる学習環境が実現しているかどうかを分析してきた。
　知的障害の程度が重い学習者の場合，言葉でのやりとりや状況に応じた対応に困難が
伴うため，課題遂行とモニターの交代が状況の中で自発的に行われることが困難である。
しかし，外的制約条件として課題遂行とモニターの役割が明確に交代でき，多様な学習
成果物を外化できる課題遂行が複数回行えるという学習環境デザインにより，S3 は，場
面 1 の１回目発表前のモニター役の注視率が 20％以下から，場面３の１回目発表後のモ
ニター役では 50 ～ 80％へ上昇して笑顔の情動も見られるようになり，モニター役から
多様な染め方を学んでいることが推測された。そして，場面４の２回目発表の課題遂行
では，１回目発表の課題遂行の経験則を見直して染め方を変化させ，S3 なりに理解した
染め方を表現して楽しんでいくプロセスを見とることができた。また，非言語行為の分
類による相互作用の分析から，課題遂行の中で，「分かっている」「分かっていない」状
態が往還して，理解を深めてきたことが示唆された。
　分析結果をもとに，S3 の学習過程について時間を追って整理したものが表７である。
場面１の１回目発表前のモニター役では，課題遂行者への注視の生起率が極端に低かっ
たため，学習成果はなかったと推測される。場面２の１回目発表の課題遂行役では，教
師の足場かけやおりぞめで使用する道具（障子紙，染色液等）という外的なリソースを
使って，染める工程の手続きを理解していったと推測される。また，染める工程を繰り
返す中で，自分なりの染め方を経験していき，染める楽しさを獲得したと考えられる。

S3 の活動場面 使用したリソース 学習成果
場面１：１回目発表前のモ
ニター役 なし なし

場面２：１回目発表の課題
遂行役

教師の足場かけとおりぞめで使用す
るモノ（外的なリソース）

手続きの理解と染め方の経験則
の獲得

場面３：１回目発表後のモ
ニター役

他生徒の作品と制作過程の注視（外
的なリソース）

経験の見立て直し，多様な染め
方への理解

場面４：２回目発表の課題
遂行役

見立て直した経験（内的なリソース）
視野を広げる情報（外的なリソース） 新しい染め方の理解

場面５：２回目発表後のモ
ニター役 他生徒への注視（外的なリソース） 多様な染め方への意欲

表７　S3 の学習過程の状況
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場面３の１回目発表後のモニター役では，他生徒の作品へ注視が生じ，発表会が進むに
つれておりぞめを制作する過程にも注視の対象が広がっていったことにより，1 回目発
表で獲得した経験による見立て直しが行われたことが示唆され，多様な染め方への理解
が進んでいったと推測される。場面４の２回目発表の課題遂行役では，課題遂行レベル
が向上し，染色液をつける順番や染める場所などを変化させ，多様な染め方を表現できた。
課題遂行とモニターの役割交代から，見立て直した経験という内的なリソースと，モニ
ター役から得た視野を広げる情報の外的なリソースが相互作用し，多様な染め方の理解
という適用範囲の広がる学びが起こったといえる。場面５の２回目発表後のモニター役
では，注視の生起率が 90% 以上に上昇し，課題遂行者の制作過程を詳しく見ようとする
身振りも生起した。つまり，他生徒への注視という外的なリソースを使って，さらに多
様な染め方を理解しようという意欲が生起したと考えられ，S3 は新しい染め方への関心
を示したことが推測される。以上の過程から，知的障害児の非言語による建設的相互作
用が引き起こされ，適用範囲の広がる学びが行われていたのではないかと解釈できた。
　また非言語行為の分類による社会的相互作用の分析の結果，S3 は分かっている状態と
分かっていない状態が行き来していたことが推測された。これは，経験則によって染め
る工程が分かっている状態から一歩理解を進めて，「こうつけたらどうなるだろう」「ど
うしてそうなるんだろう」と迷ったり，疑問を示したりすることによって分かっていな
い状態になり，さらに，自分で見つけた染め方を行うことで，新しい理解が生まれて再
び分かってる状態になっていったと考えられる。この往還が行われることで建設的相互
作用が引き出され，多様な染め方の理解という適用範囲が広がる学びが起こっていたの
ではないだろうか。また，教師から直接的に言われたり，意図する染め方に誘導された
りすることなく，課題遂行とモニターの役割交代の中で行われる他生徒と教師の行為や
反応等との相互作用によって，S3 自ら染め方を見つけて柔軟に表現する様子は，非言語
による対話的な行為を通して自分なりの理解を作り上げる過程ともいえよう。
　今回の研究では他条件との比較まではできておらず限定的であるものの，これらより，
①課題遂行とモニターの役割交代が授業に埋め込まれている（役割交代の明確性），②課
題遂行役で多様な作品を制作できる（多様な学習成果物の外化），③モニター役で他者の
制作過程と新しい作品を観察できる（外化物の観察可能性），という学習環境によって，
課題遂行役で作品を外化すると，他者の外化物に対してモニター役で経験や染め方の見
立て直しが行われ，次の課題遂行役で視野を広げて適用範囲が広がる学びが起こること
の可能性を見出すことができた。そして，日常生活で言語情報の自発的なやりとりが困
難な知的障害児であっても，多様な学習成果物を外化することができ，その学習過程の
動作や表情，注視などに着目して分析することにより，非言語の建設的相互作用を検証
できる分析枠組みを提案することができた。このような制約条件をかけた学習環境の中
で，教師の直接的な介入を極力減らし，生徒同士による建設的相互作用の経験を多く積
み重ねていくことが，知的障害児にとって様々な状況の中で活用できる能力の育成に結
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びついていくのではないかと考えられる。
　今後の課題を述べる。まず本研究は，１回の授業実践における事例生徒を対象とした
研究のため，今回の分析枠組みによって，建設的相互作用が引き起こされる前向きアプ
ローチによる授業であったかどうかを汎用的に検証し得ることは難しい。今後は，授業
を繰り返し行ったり，他の知的障害児で実践したりするなどして，子どもたちの多様な
学びのプロセスデータを取得し，そのデータからより精度の高い分析枠組みを構築する
ことである。また，今回は単発の授業であったため，年間を通して実践を積み重ねてい
く中での生徒の変容を追って検証していく必要もあるだろう。２つ目に，非言語行為か
らの建設的相互作用の分析を試みたが，やはりその情報は限定的であり，今回，分かっ
ている状態と分かっていない状態の往還を捉えることができたのは２つの場面に限られ，
状態の遷移は捉えることはできたが，連続した往還までは捉えることができなかった。
今後は，非言語の行為と言語を伴った行為の両面を含めたデータや，情報通信技術を活
用した複数視点からの同時記録などによる改善など，より多くの情報を読み取れる可能
性を追求し，学習者の内的な状態をより詳細に明らかにしていくことである。
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Analysis of Constructive Non-Verbal Interaction for Children
with Intellectual Disabilities

Hiroshi NOJIRI, Takashi NAKADA, Hiroyuki MASUKAWA

　The aim of this study was to design and implement a lesson with a working-
forward approach for children with intellectual disabilities, as well as to clarify 
whether it can realize a learning environment that induces constructive interaction 
to expand the scope of learning for children with intellectual disabilities. As 
such, a lesson with four students in the upper secondary department of a special 
needs school for children with intellectual disabilities was implemented using an 
arts and crafts teaching material called “Orizome Presentation.” This was then 
analyzed from three perspectives—effect in terms of task-doing, effect on attention 
to the monitor, and effect on social interactions—by classifying non-verbal acts. 
The results indicated that constructive non-verbal interaction might have been 
stimulated among the participating students by the learning environment that 
involved （1） clarity about the role change between task-doner and the monitor, （2） 
externalization of various learning outcomes, and （3） observability of externalized 
objects.
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「みんなでつくるインクルーシブ教育」
平野智之・菊地栄治 編　　アドバンテージサーバー

鮫 島 輝 美 *

インクルーシブ教育　「分けない」教育　ゆたかな学び

　本書は，一般財団法人　教育文化総合研究所に設置された「『ゆたかな学び』としての
学校づくり」研究委員会（以下，「学び研」）での１年間の学び合いよる活動報告書がもと
になっている。冒頭で，「学び」の主体は誰か，「ゆたかさ」とは何か，そして，なぜ「イ
ンクルーシブ教育」から始めるのか，という問いが立てられる。資本主義的な価値観によっ
て教育環境が大きく変化し，教育費の高騰，教育格差，教員の多忙化など様々な問題が山
積されている中で，「ゆたかな学び」を再考するのに最も適したテーマが「インクルーシ
ブ教育」であり，教育制度を含めた近代的社会システムそのものを問い直すことにもつな
がる試みとなっている。
　推薦者がこのテーマに興味を持ったのは，これまで低学力者支援の問題（鮫島・塩崎，
2019），や医療的ケア児の保育問題（東村・鮫島，2021）に取り組んできた経験からである。

「学力とは何か」，「医療的ケア児が直面している課題とは何か」，「誰もが受けたい支援や
教育を受けたい時に受けられるためにはどうしたらいいのか」という問いに向き合う中で，
子どもを能力や障害で「分けない」実践や，既存の社会システムの中で排除されてきた当
事者問題の中にこそ，未来に向けて私たちが乗り越えるべく課題とヒントが含まれている
と気づいたのである。
　編者は，追手門学院大学社会学部教授，元大阪府立松原高等学校校長である平野智之，
早稲田大学教育・総合科学学術院教授の菊地栄治の二人である。菊地は，教育文化総合研
究所所長であり，平野は，前述した「学び研」の委員長を務め，長年，公立高校にてイン
クルーシブ教育を実践してきた当事者でもある。教育文化総合研究所は，日本国憲法及び
子どもの権利条約に基づく教育の確立と文化の創造に寄与することを目的とし，各界から
の研究協力者と共に，教育・文化のあり方について幅広い研究を積み重ね，同時に学校現
場の課題を意識しながら，今日的視点にたった政策提言を行っている。「学び研」は，子
どもたちに起きている現実と学校が抱えている難題を検討することで，当事者の足場と支
えを確かなものにするために，2021 年に設置された。具体的には，社会システム間に働
く権力構造を批判的に分析し，すべての人々の学びをよりゆたかなものに再構築するとい

* 関西医科大学

協同と教育，2024，19，45-47
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う方向性を目指している（教育文化総合研究所，2022）。
　本書の構成は，次のようになっている。序章で，「インクルーシブ教育」をめぐる社会
背景とその問題意識について述べ，第１章（大阪市立大空小学校）と第２章（大阪府立松
原高等学校）で，先進的な公立学校における実践例を紹介している。続いて，第３章では，

「生きのびる」というキーワードを用いて「インクルーシブ（包摂）」についての社会規範
を批判し，子どもの能力や障害によって「分ける」教育から「分けない」教育への転換だ
けでなく，オルタナティブな包摂，自己責任論に回収されない代替案を提示している。第
４章では，高等学校におけるインクルーシブな組織文化形成のための構造分析を行ない，
対話の文化を醸成するようなコミュニケーション型コラボレーションの可能性について議
論している。第５章では，実際にインクルーシブ教育を行ってきた教員へのインタビュー
から，教員に求められる要件について考察し，第６章では，国際的潮流から見た日本にお
ける「インクルーシブ教育」の問題点を挙げ，法令・制度の改革の方向性を明示している。
終章は総括となっており，子どもの能力や障害に応じて細かく「分ける」ことが教育の充
実ではなく，異質な他者と出会い学び合える場を提供することが，「分けない」を基盤と
した「ゆたかな教育」のあり方だとまとめている。公立学校に求められているのは，目の
前の子どもと真摯に向き合い，「子どもたちのために大人は何ができるのか」を考えるこ
とである。また，子どもが公共空間に参加し「他者に責任を持つ存在」としての権利が守
られ，子どもたちだけでなく，教員，学校組織，地域も対話を通じて変容してくことを恐
れず，全ての子どもから学びを奪わないための行動こそが重要だと結論づけている。
　こうした教育のありようは，協同学習と共鳴する点がいくつも見出せる。子どもを学び
の主体とする点，学びを個人的営みから社会的営みへとパラダイムシフトした点，自分の
学びに対する責任とグループのメンバーに対する責任という個人における二つの責任を明
確にしている点，子どもの能力や障害を問題とはせず，全員が参加する活動性の高い授業
を目指している点，教員間の同僚性の促進を目指している点，などである。協同学習とは

「協同して学び合うことで，学ぶ内容の理解・習得を目指すとともに，協同の意義に気づき，
協同の技能を磨き，協同の価値を学ぶ（内化する）ことが意図される教育活動」（関田・安
永，2005）であり，最終的には民主的な共生社会を目指している。本書のように教育や
学びのあり方を根本から問い直し，日々の実践に還元しようとする姿は，社会的営みとし
ての学習に通じる。
　こうした個別の能力や特徴によって「分ける」ことで生じる社会的課題を自己責任に還
元せず，対話によって関係改善しようとするアプローチは，社会構成主義が提案する関係
論的アプローチにも大いに通じるところがある（Gergen and Gill，2020）。特に，第１
章や第２章で提示されている小学校や高校での具体的な実践例には，学ぶべき点が多い。
今後，授業づくりや学習環境作りにとり組もうと考えている実践者には，ぜひ読んでもら
いたい１冊となっている。
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・Kenneth J. Gergen, Scherto R.Gill（2020）. “Beyond the Tyranny of Testing-Relational 
Evaluation in Education”，Oxford Univ Pr.

（ケニス・J・ガーゲン．シェルト・R・ギル，東村知子，鮫島輝美（訳）（2023）．何
のためのテスト？　評価で変わる学校と学び　ナカニシヤ出版）

・東村知子・鮫島輝美（2021）．医療的ケア児の保育を可能にする「分けない」実践，質
的心理学研究，20，278-297.

・教育文化総合研究所（2022）．「ゆたかな学び」としての学校づくり研究委員会報告書　
今こそ「ともに生きる」教育を－「インクルーシブ教育」を問い直す

〈https://www.k-soken.gr.jp/pages/45/〉（2023 年 12 月 25 日）
・鮫島輝美・塩崎正司（2019）．本学における要学習支援学生のための「居場所づくり」 : 

学科教員と学習支援職員との連携を通じて，京都光華女子大学京都光華女子大学短期
大学部研究紀要，57，83-96．

・関田一彦・安永悟（2005）．協同学習の定義と関連用語の整理，協同と教育，1，10-17．
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日本協同教育学会　第19回大会

Ⅰ．大会概要
テ ー マ：協同学習から探究を問い直す
会 　 期：2023 年 11 月 4 日（土）－ 11 月 5 日（日）
主 　 催：日本協同教育学会
後　　援：比治山大学

Ⅱ．大会日程・タイムテーブル
■第１日　11 月４日（土）

8:50 ～ 受付　３号館４階　＊クローク
10:00 ～ 11:30 研究発表・実践報告
12:00 ～ 12:15 開会式（３号館 03412 教室）
12:15 ～ 13:20 総会（３号館 03412 教室）
13:30 ～ 15:00 記念講演（３号館 03412 教室）
15:30 ～ 17:30 ラウンドテーブル・ワークショップ

■第２日　11 月５日（日） 
8:30 ～ 受付　３号館４階　＊クローク
9:30 ～ 12:00 実践報告・ラウンドテーブル
12:00 ～ 13:00 休憩
13:00 ～ 15:00 研究発表・実践報告・ラウンドテーブル・ワークショップ
15:10 ～ 15:45 閉会式（３号館 03412 教室） 
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大会１日目（11 月４日）

■午前のプログラム
研究発表①　　10:00 ～ 11:30　　　　　　　　　司会：水野　正朗（東海学園大学）
10:00 LBP（LTD based PBL）と人間関係の構築－学生意識調査から－ 
 　〇田谷　雄二（日本歯科大学生命歯学部初年次教育担当・病理学講座）・
 　長田　敬五（日本歯科大学新潟生命歯学部初年次教育担当・生物学教室）
10:30 幼児の協同性についての保育者の認識
 　〇池上　奈摘（佐賀女子短期大学）・野上　俊一（中村学園大学）
11:00 授業改善に向けた学生と教師との対話：学生の発言を対象とした質的記述的分析
 　〇平上久美子（名桜大学）・小松　誠和（久留米大学）・安永　悟（久留米大学） 

実践報告①　　10:00 ～ 11:30　　　　　　　　　司会：西口　利文（大阪産業大学） 
10:00 ジグソー法を用いた意見文作成における推敲指導の方略化－高等学校国語科を 
 対象にしたコンテンツ開発を中心に－
 　〇片田智香子（名古屋市立大学大学院人間文化研究科，愛知県立鳴海高等学校）・
 　原田　信之（名古屋市立大学）
10:30 問題解決の過程を柱に据えた小学校理科教育の実践～協同学習による学級，授
 業づくり～ 
 　久末　俊幸（小田原市立千代小学校）
11:00 教職志望学生の学びを愉しむ態度の社会的涵養を目指した学習内容の可視化・
 共有の実践と学生の変容の調査
 　〇松名　由香（創価大学）・辻　萌香（創価大学）・舟生日出男（創価大学）・
　 　久保田善彦（玉川大学）・鈴木　栄幸（茨城大学）
11:30 コミュニケーションに不安を抱える学生に対する生成系 AI の可能性－個別最
 適な学びと協働的な学びの実現に向けて－
 　上村　英男（福岡工業大学短期大学部）

■午後のプログラム
開会式　　12:00 ～ 12:15　３号館４階 03412 教室

総会　　　12:15 ～ 13:20　３号館４階 03412 教室  

記念講演　13:30 ～ 15:00　３号館４階 03412 教室　司会：山﨑　真克（比治山大学） 

 演題：賀茂高生が進める探究と未来の創造（仮）
 講演者：冨永　六郎先生（広島県立加茂高等学校校長）
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ラウンドテーブル①　　15:30 ～ 17:30
探究的な協同学習の実現に向けて－高校，大学，大学院での実践から考える－
　〇長濱　文与（三重大学 高等教育デザイン・推進機構）・石田　正寿（三重県立川越
　高等学校）・両角　祐子（日本歯科大学 新潟生命歯学部）・長田　敬五（日本歯科大学
　新潟生命歯学部）・中西 良文（三重大学 教育学部 / 教職大学院）

ラウンドテーブル②　　15:30 ～ 17:30
授業における自己調整学習の促進に向けたリフレクションと学習者間コミュニケーションの重要性
　中村　哲也（常磐会学園大学）

ワークショップ①　　15:30 ～ 17:30 
語り合いと対話－語れない想いの Bar ♪＠協同教育学会－
　平上久美子（名桜大学）・比嘉　真子（名桜大学）・新垣　凜（友愛医療センター）・
　安永　悟（久留米大学）

ワークショップ②　　15:30 ～ 17:30
１人でできなくても，みんなでできればいいじゃん－活動の成功は，教師と生徒が笑
顔になる振り返りで。授業で使える学習方略の体験を通して－
　最首　昌和（元公立中学校）

ワークショップ③　　15:30 ～ 17:30 
道徳「２通の手紙」へのアクティブラーニング教材を用いたアプローチ
　蓮　行（京都大学経営管理大学院）・末長 英里子（京都大学経営管理大学院）

大会２日目（11 月５日）

■午前のプログラム
実践報告②　　9:30 ～ 11:00　　　　　　　　　　　　司会：和田　珠実（中部大学）
9:30 看図アプローチを活用した事例による基礎看護学演習
 　高橋　梢子（島根県立大学）
10:00 看図アプローチで文法のオンライン交流学習―きゅうちゃんで特別支援学級
 と通常学級をつなぐ―
 　〇田中　岬（岩見沢市立第一小学校）・石田　ゆき（日本医療大学）
10:30 看図アプローチを活用した PBL「きゅうちゃん看護物語」の授業実践－手術療
 法の看護を学び合う－
 　〇石田　ゆき（日本医療大学）・織田千賀子（藤田医科大学） 
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　　　　　　　11:00 ～ 12:00　　　　　　　　　司会：甲原　定房（山口県立大学） 
11:00 成人看護学演習におけるマインドマップの導入の試み
 　〇加藤　睦美（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）・織田千賀子（藤田医科
 　大学保健衛生学部看護学科）・近藤　彰（藤田医科大学保健衛生学部看護学
 　科）・中村小百合（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）
11:30 梅雨期の自然をテーマとした幼児の看図アプローチ実践
 　福永　優子（福岡こども短期大学）

実践報告③　　9:30 ～ 11:00　　　　　　　　　　司会：鮫島　輝美（関西医科大学）
9:30 建設的討論法の大学英語授業への導入
 　伏野久美子（早稲田大学）
10:00 プロジェクト型言語学習における協同的な言語活動が英語コミュニケーション
 意欲に与える影響
 　大場　浩正（上越教育大学）
10:30 「日本語学研究」における読解とレポート作成の授業実践－ LTD 話し合い学習
 法を用いて－
 　東寺　祐亮（日本文理大学） 

　　　　　　　11:00 ～ 12:00　　　　　　　　　　司会：小松　誠和（久留米大学）
11:00 大学における成績と相互評価と Q&A のリアルタイム可視化の試み
 　〇中村　孝（比治山学園）・佐々木　淳（比治山大学）
11:30 LBP（LTD based PBL）をオンラインで効果的に実施するために
 　〇両角　祐子（日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座）・長田　敬五（日
 　本歯科大学新潟生命歯学部初年次教育担当）

実践報告④　　9:30 ～ 11:30　　　　　　　　　　　　司会：高旗　浩志（岡山大学）
9:30 協同学習を体験的に学ぶ授業を受けた教職志望学生の評価
 　野上　俊一（中村学園大学）
10:00 高等学校における探究授業の実施－協同学習の考え方を用いて－
 　谷川　亮太（トヨタ名古屋自動車大学校）
10:30 ナラティヴ教材を用いた「生徒・進路指導論」の授業
 　小嵜　麻由（神戸学院大学）
11:00　授業での協同活動における動機づけ変容の個人差 ―動機づけマトリックスを
 援用した授業場面において－ 
 　〇鈴村　一将（鈴鹿市立郡山小学校）・中西　良文（三重大学教育学研究科）
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実践報告⑤　　9:30 ～ 11:30　　　　　　　　　　　　司会：長濱　文与（三重大学）
9:30 大学生低学年の論文修正におけるピア・ラーニングの効果
 　辻　高明（長崎大学）
10:00 大規模クラスにおける自律的な学習姿勢を育むグループ活動のデザイン
 　吉川　幸（岡山大学）
10:30 多様な価値観を活かした主体的なグループ作り
 　〇大和田秀一（酪農学園大学）・小糸健太郎（酪農学園大学）・
 　上野　岳史（酪農学園大学）
11:00 合唱における演奏者間相互作用および協同性に関する研究
 　石上　浩美（京都市立芸術大学大学院 / 大阪千代田短期大学）

ラウンドテーブル③　　9:30 ～ 11:30 
 探究の授業設計と評価－子どもの心に火をつけるには
 　水野　正朗（東海学園大学）・中村　陽明（三重県教育委員会）・ 
 　＜話題提供者＞土方　清裕（三重県立津東高等学校校長） 

ワークショップ④　　9:30 ～ 11:30
 協同学習を促進する解決志向アプローチの活用
 　佐瀬　竜一（和洋女子大学人文学部心理学科）

■午後のプログラム
休憩　　　　　12:00 ～ 13:00

研究発表②　　13:00 ～ 15:00　　　　　　　　　司会：野上　俊一（中村学園大学）

13:00 演劇的手法を用いた授業の実践者が感じる「困難さ」認識に関する調査
 　〇末長英里子（京都大学経営管理大学院）・蓮　行（京都大学経営管理大学院）
13:30 「VR 術後観察看図アプローチ」を経験した学生の実践報告～病棟実習でどの
 ような効果があったか～
 　〇織田千賀子（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）・近藤　彰（藤田医科大
 　学保健衛生学部看護学科）・加藤　睦美（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）
 　・中村小百合（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）
14:00 関係に基づいたジグゾー法・反転学習・ICT を活用した基礎看護技術演習
 　〇鮫島　輝美（関西医科大学看護学部）・太田　祐子（関西医科大学看護学部）・
 　新屋　智子（関西医科大学看護学部）
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実践報告⑥　　13:00 ～ 15:00　　　　　　　　　　　司会：舟生日出男（創価大学）
13:00 VR 看図アプローチを活用した教科横断型の授業実践報告
 　〇朝居　朋子（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）・織田千賀子（藤田医科
 　大学保健衛生学部看護学科）
13:30 看図アプローチを活用した定時制高校における英作文の実践（第３報） 
 　江草　千春（北海道岩見沢東高等学校） 
14:00 看護技術（静脈血採血）の授業実践に看図アプローチ式予習促進教材を導入し
 て－失敗事例からの検討－
 　〇宇治田さおり（福岡国際医療福祉大学）・菊原　美緒（関西福祉大学）
14:30 きゅうちゃんを用いた成人看護学実習中の学生の気持ちの変化
 　〇近藤　彰（藤田医科大学保健衛生学部看護学科）・加藤　睦美（藤田医科大
 　学保健衛生学部看護学科）・織田千賀子（藤田医科大学保健衛生学部看護学科） 

ラウンドテーブル④　　13:00 ～ 15:00
 公立普通科進学校における組織的授業改善の取組－「教師の協同学習」の実現に向けて
 　高旗　浩志（岡山大学・＜話題提供者＞村山　大輔（岡山県立倉敷青陵高等
 　学校）・＜話題提供者＞湯浅　太一（岡山県立倉敷青陵高等学校）

ラウンドテーブル⑤　　13:00 ～ 15:00
 ” グループで ” 考える ” ことについて考える－Think about thinking with 
 colleagues !－
 　小松　誠和（久留米大学）・安永　悟（久留米大学）・草場万裕子（久留米大学）・
 　長田　敬五（日本歯科大学）・田谷　雄二（日本歯科大学）

ワークショップ⑤　　13:00 ～ 14:30
 看図アプローチ協同学習促進ツール「きゅうちゃん」の活用方法 
 　鹿内　信善（北海道教育大学名誉教授）・石田　ゆき（日本医療大学）・
 　渡辺　聡（羽陽学園短期大学） 

閉会式　　15:10 ～ 15:45

なお，プログラムに掲載されたすべての発表およびセッションが行われた。
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2021年度学会消息

Ⅰ．学会

１．2021年度理事会
（１）第４回理事会

日　時：2022 年３月 13 日（日）13:00 ～ 14:45
会　場：Zoom 会議
参加者（50音順）：15 名　石山理事，緒方理事，甲原理事，鹿内理事，須藤理事，
　　　　　関田事務局長，高旗副会長，中西理事，西口理事，野上理事，舟生理事，
　　　　　水野理事，安永会長，涌井理事，和田理事
議　題：
１．開会挨拶（会長）
２．予算執行状況について（事務局）
３．オンライン研修の講師謝金について（事務局）
４．伏野久美子会員の名誉会員推薦について（事務局）
５．現在の会則に選挙による役員選出数の修正について（事務局）
６．役員改選の内規について（事務局）
７．新年度の役員選挙に向た選挙管理委員会の組織について（事務局）
８．ワークショップに関する活動報告について（須藤理事）
９．活動及び査読状況について（編集委員会）
10．活動報告について（広報委員会）
11．第 18 回大会について（企画委員会）
12．退会者数について（事務局）
13．『日本の協同学習』配本の未送分について（事務局）
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2022年度学会消息

Ⅰ．学会

１．2022年度理事会
（１）第１回理事会

日　時：2023 年５月８日（日）13:00 ～ 16:00
会　場：Zoom 会議
参加者（50音順）：14 名　緒方理事，甲原理事，鹿内理事，須藤理事，関田事務局長，
　　　　　高旗副会長，中西理事，西口理事，野上理事，舟生理事，水野理事，
　　　　　安永会長，涌井理事，和田理事 欠席（委任状あり）：　石山理事
議　題：
１．開会挨拶（会長）
２．選挙管理委員会規程改定に関するメール審議について（事務局）
３．役員選挙の日程について（事務局）
４．オンライン勉強会，オンラインワークショップの開催について（須藤理事）
５．投稿規程改定案と投稿カテゴリーについて（編集委員会）
６．ニューズレター発行計画について（広報委員会）
７．第 18 回大会について（大会実行委員会）
８．2021 年度の決算と 2022 年度の予算について（事務局）
９．ワークショップ講師謝金の値上げについて（須藤理事）

（２）第２回理事会
日　時：2023 年 10 月 22 日（土）13:30 ～ 15:20
会　場：Zoom 会議
参加者（50音順）：18 名　石山理事，緒方理事，甲原理事，鹿内理事，須藤理事，
　　　　　関田事務局長，高旗副会長，中西理事，西口理事，野上理事，舟生理事，
　　　　　水野理事，安永会長，涌井理事，和田理事
　　　　　オブザーバー：小松会員，鮫島会員，原田会員
議　題：
１．開会挨拶（会長）
２．年度発行計画の進捗について（広報委員会）
３．18 号の査読状態および特集の編集状況について（編集委員会）
４．投稿カテゴリー，及び，倫理規程，J-Stage 掲載について（編集委員会）
５．オンライン勉強会，ワークショップ（ベーシック）の開催について（須藤理事）
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６．第 18 回大会について（大会実行委員会）
７．第 19 回大会について（企画委員会）
８．総会の式次第について（事務局）
９．理事の新旧交代のタイミングについて（事務局）
10．新旧理事の引継ぎ

２．第18回大会
日　時：2022 年 10 月 29 日（土）・30 日（日）
会　場：オンライン
参加者：141 名

３．総会
日　時：2022 年 10 月 29 日（土）13:00 ～ 14:00
会　場：オンライン
総会議事次第
１．会長挨拶
２．各委員会から
　・編集委員会：機関誌編集状況／特集の説明
　・研修委員会：オンライン講座開催報告／今後の見通し
　・広報委員会：News Letter 発行状況／今後の発行予定
　・大会実行委員会：開催報告
　・企画委員会：次期大会開催の見通し
　・事務局：会員動向／会計監査報告／予算執行状況説明
３．新役員体制の紹介
　・新会長挨拶（高旗新会長）
　・新役員・新委員会構成紹介
４．次年度大会開催校挨拶
５．閉会・事務連絡
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2023年度学会消息

Ⅰ．学会

１．2023年度理事会
（１）第１回理事会

日　時：2023 年４月 14 日（金）19:00 ～ 21:00
会　場：Zoom 会議
参加者（50音順）：15 名　緒方理事，甲原理事，小松理事，佐々木大会実行委員長，
　　　　　鮫島理事，高旗会長，中西理事，長濱理事，西口理事，野上理事，
　　　　　原田理事，舟生事務局長，水野副会長，涌井理事，和田理事
 欠席（委任状あり）：　鹿内理事
議　題：
１．開会挨拶（会長）
２．第 19 回大会の開催について（大会実行委員長）
３．投稿論文の審査状況について（編集委員会）
４．会誌第 18 号の刊行について（編集委員会）
５．論文カテゴリーの位置づけ，アーカイブの検討状況について（編集委員会）
６．オンライン講座，ワークショップの開催予定について（研修委員会）
７．ニューズレターの編集・発行について（広報委員会）
８．役員の改選時期，及び，新体制発足時期の見直しについて（会長，事務局）
９．退会処理に係る規則改正について（会長，事務局）
10．第 20 回大会の開催について（野上理事）
11．研究倫理規程のワーキンググループ設置について（副会長）
12．地区支援費の臨時的な増額について（会長，緒方理事）
13．「実践集」の刊行について（原田理事，副会長）
14．インボイス制度に関する本学会の対応について（中西理事）

（２）第２回理事会
日　時：2023 年 7 月 16 日（日）13:00 ～ 15:30
会　場：Zoom 会議
参加者（50音順）：13 名　緒方理事，甲原理事，小松理事，佐々木大会実行委員長，
　　　　　鮫島理事，鹿内理事，長濱理事，野上理事，原田理事，舟生事務局長，
　　　　　水野副会長，涌井理事，和田理事
　　　　　 欠席（委任状あり）：高旗会長，中西理事，西口理事



63

議　題：
１．第 19 回大会の開催について（大会実行委員長）
２．投稿論文の審査状況について（編集委員会）
３．書評の執筆について（編集委員会）
４．「協同と教育」の電子化について（編集委員会）
５．ワークショップに関するアンケートの実施と結果について（研修委員会）
６．今後のワークショップについて（研修委員会）
７．ニューズレターの編集・発行について（広報委員会）
８．「実践集」の刊行について（原田理事，副会長）
９．役員の改選時期，及び，新体制発足時期の見直しについて（事務局）
10．退会処理に係る規則改正について（副会長，事務局）
11．第 20 回大会（中村学園大学（福岡市））の開催について（野上理事）
12．研究倫理規程のワーキンググループ設置について（水野副会長）
13．インボイス制度に関する本学会の対応について（事務局）
14．協賛（タオス・インスティテュート・ジャパン設立総会）についての報告（鮫島理事）

（３）第３回理事会
日　時：2023 年 11 月３日（日）14:00 ～ 16:15
会　場：比治山大学 3 号館 2 階 オレンジルーム
参加者（50音順）：13 名　甲原理事，小松理事，佐々木大会実行委員長，
　　　　　鮫島理事，高旗会長，中西理事，長濱理事，西口理事
　　　　　野上理事，原田理事，舟生事務局長，水野副会長，和田理事
 欠席（委任状あり）：緒方理事，鹿内理事，涌井理事
議　題：
１．会長挨拶（高旗会長）
２．大会実行委員長挨拶（佐々木大会実行委員長）
３．ワークショップの 2022 年度報告と 2023 年度計画について（研修委員会）
４．キャンセルを防ぐための対策について（研修委員会）
５．「協同と教育」19 号の編集状況について（編集委員会）
６．ISSN の取得について（編集委員会）
７．投稿規定の改定について（編集委員会）
８．J-Stage への掲載に関する進捗について（編集委員会）
９．ニューズレターの編集・発行について（広報委員会）
10．「日本協同教育学会実践論文集」創刊について（企画委員会）
11．「日本協同教育学会研究倫理要領」について（企画委員会）
12．会員動向について（事務局）
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13．2022 年度会計監査報告について（事務局）
14．2023 年度予算，および，執行状況の説明について（事務局）
15．協賛（タオス・インスティテュート・ジャパン設立総会）についての報告（鮫島理事）
16．第 20 回大会（中村学園大学（福岡市））について（野上理事）

２．第19回大会
日　時：2023 年 11 月４日（土）・５日（日）
会　場：比治山大学３号館
参加者：119 名

３．総会
日　時：2023 年 11 月４日（土）12:15 ～ 13:15
会　場：比治山大学３号館４階 034 教室
総会議事次第
１．会長挨拶
２．各委員会から
　・編集委員会：機関誌編集状況／ ISSN の取得／投稿規定の改定
　・研修委員会：ワークショップの 2022 年度報告と 2023 年度計画
　・広報委員会：News Letter 発行状況／今後の発行予定
　・企画委員会：「日本協同教育学会実践論文集」創刊／研究倫理綱領
３．事務局から
　・会員動向
　・会計監査報告
　・予算執行状況説明
４．大会実行委員会：開催報告
５．次年度大会開催校挨拶
６．閉会
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2023001 村山 信子 北海道看護専門学校
2023002 朝居 朋子 藤田医科大学
2023003 中尾 照代 東洋学園大学
2023004 田渕 久倫 札幌新陽高等学校
2023005 灘波 浩子 三重県立看護大学
2023006 中村 孝 比治山大学
2023007 吉岡 利浩 常葉大学
2023008 柴田 惇朗 立命館大学
2023009 原田 小織 愛知保健看護大学校
2023010 池上 奈摘 佐賀女子短期大学
2023011 西村 優子 長崎県央看護学校
2023012 柴田 和樹 静岡市立蒲原東小学校
2023013 中村 小百合 藤田医科大学
2023014 久保田 善彦 玉川大学
2023015 辻 萌香 創価大学
2023016 松名 由香 創価大学
2023017 新垣 凜 社会医療法人友愛会　友愛医療センター
2023018 比嘉 真子 名桜大学
2023019 太田 祐子 関西医科大学
2023020 鈴村 一将 鈴鹿市立加佐登小学校
2023021 草場 万裕子 久留米大学
2023022 米田 成 広島市・広島県スクールカウンセラー

　以上　22 名

Ⅱ．会員の異動

　新入会員

第18号掲載の2021年度学会消息における訂正

　第18号 191ページに記載されておりました新入会員の箇所におきまして，鈴木裕
利先生のご所属が間違っておりました。鈴木裕利先生のご所属は正しくは「中部大学」
でありました。ここにお詫びとご訂正申し上げます。
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日本協同教育学会会則

第 1 章　総　則

（名　称）
第１条　本学会は，日本協同教育学会と称する。英文においては “Japan Association for 

the Study of Cooperation in Education” と称する。略称は JASCE とする。
（事務局）
第２条　本会に事務局を置く。

２　事務局（主たる事務所）は会長が指名した場所に置く。
３　事務局の連絡先は，本会の Web サイトに記載する。

第２章　目的および事業

（目　的）
第３条　本会は，互恵的な信頼関係を基盤とした協同に基づく教育・学習環境の創造・実

践・普及を通し，民主社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
（活動の内容）
第４条　本会は，前条の目的を達成するため，次の活動を行う。

⑴　協同教育に関心を寄せる研究者および実践家に対して，情報交換，研究発表の
　　場を提供する。
⑵　協同教育に関する研究と実践を活性化するための機関紙を発行する。
⑶　協同教育の創造・実践・普及に寄与する各種ワークショップや講演会などを支
　　援 ･ 開催する。
⑷　その他，協同教育の視点から民主社会の発展に寄与する活動を行う。

（活動の種類）
第５条　本会は，前条の活動内容を具体的に展開するために，次の事業を行う。

⑴　協同教育に関する研究集会や講演会など，教育 ･ 学術的な各種会合の開催事業
⑵　協同教育に関する調査及び研究開発事業
⑶　協同教育に関する教授技法 ･ 指導法の研修 ･ 講習事業
⑷　協同教育に関する関係諸団体との連絡及び協調事業
⑸　協同教育に関する会誌『協同と教育』及び会報等の発行事業
⑹　協同教育に関する図書印刷物の刊行・販売事業
⑺　協同教育に関する情報交流の場としての Web サイトの運営事業
⑻　その他，協同教育に関する本学会の目的を達成するために必要な事業
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第３章　会員

（会員の種類）
第６条　本会の会員は，個人会員，賛助会員及び名誉会員とする。

（個人会員）
第７条　個人会員は，本会の目的に賛同して入会を申込み，理事会の承認を経た者とする。

２　個人会員は，総会における議決権行使をもって本会の運営に参画することができる。
３　個人会員は，会誌及び会報を受けとることができる。
４　個人会員は，大会における成果発表，及び会誌への論文投稿の権利を有する。
５　個人会員は，年会費を納入しなければならない。年会費は別表１に定める。

（賛助会員）
第８条　本会の趣旨に賛同し，年１口以上の賛助金を納入する者は，賛助会員として遇す

る。なお，賛助金は別表１に定める。
２　賛助会員は，会誌及び会報を受けとることができる。

（名誉会員）
第９条　名誉会員は，会長が理事会の同意を受けて選任する。

２　名誉会員は，年会費納入の義務はない。
３　名誉会員は，会誌及び会報を受けとることができる。

（退会処分）
第 10 条　本会の活動方針に著しく齟齬をきたし，本会の理念に反する言動があった会員

は，理事会の承認を受けて退会処分とすることができる。
２　会費の納入を怠った者は，会員としての取扱いを受けないことがある。
 

第４章　役員，顧問，及び監査役

（役員）
第 11 条　本会に次の役員，顧問，及び監査役を置く。

１　会長　　　１名
２　副会長　　１名
３　事務局長　１名
４　理事　　　15 名まで
５　顧問　　　必要とされる人数
６　監査役　　２名 

（役員の選任）
第 12 条　本会の役員は，個人会員の中から選出する。 

２　理事および会長の選出手続は細則に定める。
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３　役員の任期は３年とし，再任を妨げない。
４　役員の任期の終了期限は役員選挙年度の総会の終了時とする。
５　理事に欠員が生じた場合，理事会の総意により補欠選挙を行うことができる。こ
　　れにより選出された理事の任期は，前任者の残存任期とする。

（会長・副会長）
第 13 条　会長は本会を代表し，会務を総括し，総会及び理事会を招集してその議長となる。

２　会長は，理事の中から副会長１名を指名する。
３　副会長は，会長に事故あるとき，その職務を代行する。
４　会長は，理事の中から事務局長１名を指名する。
５　新会長は，選挙で選出された理事に加え，必要に応じて５名まで理事を指名する
　　ことができる。

（理事）
第 14 条　理事は，会長の総括のもとに会務を行う。 

（顧問）
第 15 条　顧問は，会長の要請に応じ，会の運営に対して助言を行う。

２　顧問は，本会の個人会員にかかわらず､ 選任することができる｡
３　顧問の選任手続き及び任期は細則に定める。

（監査役）
第 16 条　監査役は，本会の会計を監査する。

２　監査役は，理事会の議を経て，会長が委嘱する｡

第５章　総会及び理事会

（総会）
第 17 条　総会は，本会の議決機関として，本会の事業及び運営に関する重要事項を審議  
　　　決定する。 

２　総会は，第６条に定める個人会員をもって組織する。
３　総会は，定例総会及び臨時総会とする。
４　定例総会は，年１回，当該年度の大会期間中に，開催する。
５　臨時総会は，会長が必要と認めた場合，又は 100 分の５以上の会員から議事を
　　示して請求のあった場合，開催する。
６　次の事項は，定例総会において承認を受け，又は審議決定されなければならない。

⑴　会務報告及び事業計画
⑵　前年度収支決算及び当該年度収支予算
⑶　翌年度大会の開催時期及び開催地
⑷　その他総会又は理事会が必要と認めた事項
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７　総会の議事の内容は，あらかじめ会員に通知されなければならない｡
８　総会は，構成員の 10 分の１以上の出席により成立する。但し委任状を含む。
９　総会における議事の決定は，出席者の過半数の同意を要する｡
10　特別の事情のある場合，理事会の議に基づき，会長は臨時総会の開催に代えて「通
　　信による総会」を実施することができる。

（理事会）
第 18 条　理事会は，第５条に定める事業並びに収支予算及び収支決算について責任を負い，

執行の任に当る
２　理事会は，会長及び理事をもって組織する。
３　理事会は，必要ある場合，構成員以外の者の出席を認めることができる。
４　理事会は，必要ある場合，専門委員を置くことができる。
５　理事会は，定例理事会及び臨時理事会とする。
６　定例理事会は，年１回，当該年度の大会に合わせて開催する。
７　臨時理事会は，会長が必要と認めたときに，開催する。
８　会長が必要と認めたとき，「通信の方法による理事会」を実施することができる。

第６章　委員会

（委員会）
第 19 条　本会には，第５条に定める事業を遂行するため，広報委員会，編集委員会，研

修委員会，及びその他の各種委員会を置くことができる。
２　委員会の組織及び運営に関する規則は，委員会ごとに，別に定める。 　

第７章　支部

（支部）
第 20 条　本会には，研究・実践活動の実績に応じ，会員による内部組織として，支部を

置くことができる。 　

第８章　事務局

（事務局）
第 21 条　事務局長は，事務局を組織して，本会の事務運営を司る。 

２　事務局の局員は，事務局長が推薦し，理事会の承認を経て，会長が委嘱する。 
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第９章　会　計

（会計）
第 22 条　本会の経費は，会費，賛助金，寄付金及びその他の収入をもって支弁する。

２　本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月 31 日に終る。

第 10 章　雑　則

第 23 条　本会の事業及び運営に関する雑則は，別に定める。 

附　則　
１　この会則は，2004 年５月７日の協同教育学会設立総会において制定し，制定の
　時から施行する。
２　この会則の変更は，2007 年８月４日の第４回理事会，および第４回総会におい
　て承認し，同日から施行する。
３　この会則の変更は，2010 年２月の臨時理事会，および臨時総会において承認し，
　４月１日から施行する。
４　この会則の変更は，2013 年 11 月 29 日の第 10 回理事会，および 11 月 30 日の
　第 10 回総会において承認し，同日から施行する。
５　この会則の変更は，2017 年 10 月 27 日の理事会（2017 年度第１回定例会），お
　よび 10 月 28 日の第 14 回総会において承認し，同日から施行する。
６　この会則の変更は，2018 年 11 月 16 日の理事会（2018 年度第１回定例会），お 
　よび 11 月 17 日の第 15 回総会において承認し，同日から施行する。
７　この会則の変更は，2020 年３月９日の理事会（2019 年度第３回理事会），およ
　び 10 月 31 日の第 17 回総会において承認し，同日から施行する。

別表１
　　会則第３章，第７条，第８条，第９条に関係する年会費等について

　（年度会費） 　年度会費：個人会員，5,000 円
　（賛助金）　　 賛助金　：一口，10,000 円
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日本協同教育学会 細則

（趣旨）
第１条　この細則は，日本協同教育学会会則に基づく本会の運営を円滑にするため必要な

事項を定める。 
（個人会員の入会の承認） 
第２条　入会を希望する個人は，事務局に入会申し込みを行い，事務局は月末に当該月の

申し込みをまとめて理事会に報告する。理事会は，報告に基づき入会審査を行う。
２　前項の入会審査は，入会申込書の受理並びに入会年度会費の納入を条件とする。 

（個人会員の資格） 
第３条　個人会員の資格は，前条による入会の承認の後，入会年度から生じる。 

２　前項の会員の資格は，前年度の会費が未納のとき停止し，３年度を超えて会費が
未納となった場合は，自動的に退会とする。

（休会）
第４条　会員は年度を指定して休会申請を行うことができる。

２　休会が認められた年度については，年会費の納入義務はない。
３　休会の期間は，会報の受信を除き，その他の会員の権利を停止する。
４　復会申請をもって休会を終了する。
５　休会の期間は最長２年とし，再申請を妨げない。

（役員の選出）
第５条　本会の役員は会員内から選挙をもって選ばれる。

２　役員の選挙期間は，改選年度の大会前とし，理事会は役員選挙管理委員会を設置
　　する。
３　役員選挙管理委員会については別に定める。
４　選挙により選出された理事は，互選により会長を選出する。
５　役員の選出に関する業務は，役員選挙管理委員会の指導のもと事務局が掌る。

（理事会） 
第６条　理事会は，毎年度定例総会の前に定例会を開催し，役員選挙の期日の後の会長選

出，理事会及び理事選出のための特別会を開催するほか，必要がある場合に臨時会
を開催する。

２　理事会は，理事の過半数の出席により成立する。
３　理事会の議事の決定は，出席の理事の過半数の同意を要する。
４　臨時理事会は，通信の方法により実施することができる。

（顧問の選任手続き及び任期）
第 7 条　顧問は，会長の発議により，理事会の議を経て就任を認める。
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２　選任された顧問は直近の総会において追認される。ただし，追認されない場合は
　　資格を取り消すことができる。
３　顧問の任期は，３年とし，再任を妨げない。

（総会構成員の資格）
第 8 条　総会の構成員は，当該総会の開催日の一か月前において会則第 6 条に定める会

員の資格を有する個人会員とする。
２　前項に定める構成員（以下「総会構成員」という。）以外の者が総会に出席する
　　ことを妨げない。ただし，その者は，議事決定の際の審議及び採決に加わること
　　はできない。
３　事務局は，総会の開催の３週前までに総会構成員の名簿を作成し，関係者の縦覧
　　に供するものとする。

附　則 　
１　この細則は，2004 年 5 月 7 日から施行する。
２　この細則の変更は，2010 年 4 月 1 日から施行する。
３　この細則の変更は，2013 年 11 月 30 日から施行する。
４　この細則の変更は，2017 年 10 月 28 日から施行する。
５　この細則の変更は，2018 年 11 月 17 日から施行する。
６　この細則の変更は，2020 年 10 月 31 日から施行する。
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『協同と教育』執筆・投稿規程

　本誌は日本協同教育学会の機関誌であり，協同教育，協同学習にかかわる実証的，理論
的，方法論的な研究の発表，ならびに「協同」を基盤とした教育に携わる実践者・研究者
への広範な情報を掲載する。

⑴　本誌は１年１号とし，毎年発行する。
⑵　投稿の資格は，連名執筆者を含め，原則として本学会員に限る。ただし，編集委員会

が必要と認めた場合には，この限りではない。
⑶　投稿原稿の採否決定，および修正は，編集委員会による審査を経て行われる。
⑷　本誌に，情報交換の場としての「結風」，「研究論文」，「実践研究論文」，「論考」，「書

評」，「学会消息」などの欄を設ける。
⑸　本誌に掲載される研究論文は，協同教育の発展に資する未公刊の論文とする。
⑹　研究論文などの作成にあたっては，人間の尊厳や人権の尊重に十分な配慮がなされな

ければならない。
⑺　本誌は１頁 40 文字 36 行とし，原則として，研究論文，実践研究論文，論考は刷り

上がり 12 頁以内，書評は刷り上がり２頁以内とする。なお，頁数については，編集
委員会が必要とみなした場合にはこの限りではない。

⑻　投稿原稿の提出は，すべて指定のテンプレートを用いた完全原稿とし，編集委員会
（editor@jasce.jp）宛て添付ファイルで送付すること。なお，投稿種別ごとのテンプ
レートは，日本協同教育学会のウェブサイト（http://jasce.jp/）からダウンロードす
ることができる。

⑼　投稿の際は，以下の３つのファイルを PDF ファイルで作成し，送付すること。
　　①本文（論文タイトル，アブストラクト（③を参照），著者名，所属機関，引用文献を
　　　含むもの）
　　②本文（①について，著者名，所属機関を含まないもの）
　　③アブストラクト（和文のもので 500 字程度。和文のものに加えて任意で英文のもの

　をつけてもよい。英文の場合は 100 ～ 175 語），英文タイトル，著者の連絡先
　　　なお，英文アブストラクトは，掲載が決まった後に送付することも認める。掲載が
　　　決まった際には，英文タイトルならびに英文アブストラクトについては，英文校閲
　　　済みのものを提出すること。
⑽　論文における本文中の引用のしかた，ならびに引用文献の書式は，下記に従うこと。

①本文中では，安永（2004），（安永 , 2004）のように引用し，本文末尾に著者のア
　ルファベット順に引用文献リストをつける。
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②引用文献リストの記載は，発表者の所属する学問領域の慣例にしたがって行うこと。
　ただし，とくに定めのない場合については，原則として以下の例にしたがって記載
　する。

　　　○和文の単行本の場合：
杉江修治・関田一彦・安永悟・三宅なほみ（編）　2004　大学授業を活性化する
　方法　玉川大学出版部

　　　○和文の雑誌の場合：
安永悟・中山真子　2002　LTD 話し合い学習法の過程分析－不確定志向性の影
　響－　久留米大学文学部紀要　19 号　49-71 頁

　　　○欧文の単行本の場合：
Sharan, Y., & Sharan, S. 1992 Expanding cooperative learning through
　group investigation. Teachers College Press, New York

　　　○欧文の雑誌の場合：
Cohen, E. G., 1994 Restructuring the classroom: conditions for productive
　small groups. Review of Educational Research, 64, pp. 1-35. 

⑾　本文中での表記は，以下に従うこと。
　　①句点はマル（。），読点はカンマ（，）を用いる。
　　②数を表示する場合は，アラビア数字を用いる。
　　③英数字に関しては，原則半角で示す。
　　④図や表については，通し番号を付し，タイトルをつける。
　　⑤注釈がある場合には，本文の該当箇所に上付き文字で通し番号を付す。
⑿　本誌に掲載された論文等の著作権は，日本協同教育学会に帰属する。論文等の掲載が

決定した際に，本学会所定の著作権譲渡承諾書に署名し，本会事務局に返送すること
で著作権の譲渡を行う。著作権譲渡承諾書の提出を論文等の掲載の条件とする。論文
情報提供サイト等への掲載については，本学会が判断を行うこととする。

附　則
１　この規程は，2020 年１月 28 日より施行する。
２　この規程の変更は，2020 年 12 月 19 日から施行する。
３　この規程の変更は，2022 年５月８日から施行する。
４　この規程の変更は，2023 年 11 月３日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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日本協同教育学会
　　　　　　　　　　　

役員一覧

会　長　　　髙旗　浩志　　　　岡山大学
副会長　　　水野　正朗　　　　東海学園大学
理　事　　　緒方　　巧　　　　梅花女子大学
　　　　　　甲原　定房　　　　山口県立大学
　　　　　　小松　誠和　　　　久留米大学
　　　　　　鮫島　輝美　　　　関西医科大学
　　　　　　鹿内　信善　　　　北海道教育大学名誉教授
　　　　　　中西　良文　　　　三重大学
　　　　　　長濱　文与　　　　三重大学
　　　　　　西口　利文　　　　大阪産業大学
　　　　　　野上　俊一　　　　中村学園大学
　　　　　　原田　信之　　　　名古屋市立大学
　　　　　　舟生日出男　　　　創価大学
　　　　　　涌井　　恵　　　　白百合女子大学
　　　　　　和田　珠実　　　　中部大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期は 2025 年度の総会まで
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委員会および委員の一覧

　編集委員会〔委員長〕 〇中西　良文（三重大学）
 〔委　員〕 〇甲原　定房（山口県立大学）
 〔 〃 〕 ○鮫島　輝美（関西医科大学）
 〔 〃 〕 〇鹿内　信善（北海道教育大学名誉教授）
 〔 〃 〕 〇涌井　　恵（白百合女子大学）
 〔 〃 〕 　町　　　岳（静岡大学）

　研修委員会〔委員長〕 〇野上　俊一 （中村学園大学）
 〔委　員〕 〇緒方　　巧（梅花女子大学）
 〔 〃 〕 〇小松　誠和（久留米大学）
 〔 〃 〕 〇長濱　文与（三重大学）
 〔 〃 〕 〇和田　珠実（中部大学）

　広報委員会〔委員長〕 〇原田　信之（名古屋市立大学）
 〔委　員〕 〇西口　利文（大阪産業大学）
 〔 〃 〕 　内田　浩江（京都看護大学）
 〔 〃 〕 　白根　奈巳（名古屋市立大学大学院 / 名古屋市小学校教員）

　企画委員会〔委員長〕 〇髙旗　浩志（岡山大学）
 〔委　員〕 〇水野　正朗（東海学園大学）
 〔 〃 〕 〇舟生日出男（創価大学）
 〔 〃 〕 〇甲原　定房（山口県立大学）
 〔 〃 〕 〇野上　俊一（中村学園大学）
 〔 〃 〕 〇原田　信之（名古屋市立大学）

　事 務 局〔事務局長〕 〇舟生日出男（創価大学）

○印は理事を示す　　任期は 2025 年度の総会まで
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入会手続きについて

　日本協同教育学会に参加を希望される方は，学会ＨＰから入会の申し込みをお願いいた
します（URL : https://jasce.jp/1041nyukai.php）。

1.　入会申し込み必要事項
①　氏名　　　　　　　②　性別　　　　　　　　　　 ③　所属
②　メールアドレス　　⑤　メーリングリストへの登録の可否
⑥　電話番号　　　　　⑦　会員種別（一般／賛助）　　⑧　会誌発送先

2.　入会手続き
①　学会 HP 上での希望者からの申し込みを，事務局にて受付
②　事務局から希望者に，受付の受理を通知するとともに年会費の納入を依頼
③　年会費を納入した希望者について，JASCE 理事会にて入会審査（毎月上旬）
④　入会が受諾された希望者（新会員）に，会員番号を通知

3.　JASCE 事務局  
アドレス ： office@jasce.jp
電　話 ： 042-691-6939
住　所 ： 〒 192-8577　東京都八王子市丹木町 1-236　
   創価大学教育学部 舟生日出男研究室内
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会費納入について

　日本協同教育学会の年会費，および納入方法についてお知らせします。

1.　年会費は次の通りです。
⃝正会員　　　　　　　5,000 円
⃝賛助会員　　一口　 10,000 円

2.　振込口座について
　　　金融機関　：　郵便振替（ゆうちょ銀行）
　　　口座記号 ･ 番号　：　００１００－８－３１５４４２
　　　加入者名　：　日本協同教育学会

※ご入金の際の払込取扱票が会員情報の控えになりますので，可能な限り窓口また
　は ATM 経由でお手続きをお願いいたします。
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